
統計研究参考資料

ＮＯ２

国際統計制度－２

（翻訳）

１９７７年１１月

法政大学

日本統言＋研究所



次目

第Ｕ章統計責任と統計組織，専門渚機関及び
関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）……

Ａ国際労働機関（ＩＬＯ）…………………………………………

Ｂ国連食糧農業機関（ＦＡＯ）……………………………………

Ｃ国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）…………………………

，国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）…………………………………

Ｅｔｌｔ界保健機関（ＷＨＯ）…………………………………………

Ｐ国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）／LEI際Ｉ)'１発協会（ＩＤＡ）
／国際余|M1公社（ＩＦＣ）………

Ｇ国際通貨基金（ＩＭＦ）…………………………………………

Ｈ万国郵便連合（ＵＰＵ）…………………………………………

Ｉ国際電気通信連合（ＩＴＵ）……………………………………

』関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）……………………

筋、章国連システム内部の調整……………………………………

Ａ一般的調整取決め………………………..……………………・

Ｂ統計活動の調整…………………………………………………

第Ⅳ章統計における技術援助………………………………………

Ａ国連の活動………………………………………………………

Ｂ・機関の間での調幣..…………………･…………………………

Ｃ最近の傾向と支上１１………………………………………………

，援助を獲得するための手続き…………………………………

第Ｖ章国連システム外の国際組織による統計活動………………

Ａ経済相互援助会議（ＣＭＥＡ）…………………………………

Ｂ経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）………………･…･……………・

Ｃヨーロッパ共同体の統計局（ＳＯＥＣ）……･……･…･………

，米州統計協会（ＩＡＳＩ）………..…………………･…………

脚注…..…･……………………………………………･…･………･…

訳者あとがき………．.……………･……………………………………

く
く
く
く
く
く

、
０
１
〃
、
１
Ｊ
ノ
、
●
１
Ｊ
〃
虹
１
１
〃
、
１
Ｊ
〃
、
１
Ｊ
〃

勺
Ⅱ
０
』
利
Ⅱ
几
、
く
り
局
Ｊ
１
（
】
〕
勺
０
４■
Ⅱ
▲

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

１３）

１６）

１７）

１８）

１９）

２１）

２１）

２３）

２９）

３１）

３２）

３４）

３６）

４０）

４０）

４４）

５１）

５９）

６５）

６７）



 



第Ｉ章統計責任と統計組織：専門諸機関及び

関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）

この章では以下の諸機関の統計責任と統計活動の組織を解説する。

国際労働機関（ＩＬＯ）

国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）

国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）

世界保健機関（ＷＨＯ）

国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）／国際開発協会（ＩＤＡ）／国際金融公社

国際通貨基金（ＩＭＦ）

万国郵便連合（ＵＰＵ）

国際電気通信連合（ＩＴＵ）

関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）

１
１
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Ａ，国際労働機関（ＩＬＯ）

ＩＬＯは労働条件の改善を通して社会的不公正を取り除くうえでの国際協力を目的として

１９１９年に創設された。ＩＬＯの機構の特徴は，その決議機関に経営者代表と労働団体の代表

が，政府代表とともに参加している点にある。ＩＬＯは１９４６年に国連に所属する最初の専

門機関となった。

長期にわたりＩＬＯは，基本権，雇用・訓練政策，労働条件及び社会保障に関する大部分

の国際協定をつくり，勧告を行なってきた。これらは各加盟国の４名の代表（政府代表２

名，労使代表各１名）からなる年次国際労働会議における綿密な討議の成果である。代表者

は各個に見解を述べ，投票する。ＩＬＯの協定や勧告は各政府によって各国の立法府に提出

される。すなわち，協定は批准を受ける。

ＩＬＯの活動は，機関の常設の事務局である国際労働事務局によって組織される。世界の

ほとんどの地域に現場事務局がある。２４名の政府代表，１２名の経営者代表，１２塩の労働代表

から構成される理事会によって指名された事務局長がＩＬＯを代表する。理事会は年に３回

Ｏ
ｒ

ｊ
へ
１
－
０
０
Ⅱ
７
１
１
．
〃
毎

－１－



会合を開く。

ＩＬＯの理事会は，国際労働統計家会議を召集する。１９２３年に開かれたその第一回会議

には，３１カ国の代表者が参加した。１９６６年10月の第１１回会議にはロ５５カ国から１２０名以上

の代表が集まった。第１２回会議は，1973年１０月にジュネーヴで開催された。この会議で

は１近年その方法論的研究が行なわれている統計分野における国際的技術標準の改訂が討議

された。これらの標準には，家計調査の範囲，方法と利用及び賃銀と雇用所得統計が含まれ

る。さらに会議は世界各国の労働統計の発展を検討し，課題と計画及び社会と経済の開発政

策や計画に必要な基本的労働統計に特に注意を払った。機関の全ての加盟国はこの会議への

招待を受ける。出席する代表は個々の政府から任命された者で，ほとんどの場合政府職員で

ある。会議での正式の結論は，ＩＬＯ理事会に提出され承認をうける。長年の間に国際労働

統計家会議は，労働統計のあらゆる主要分野にわたり細目についての決議を採択してきた。

１９７４年から１９７５年にかけてのＩＬＯの統計予算は，研究・計画局の統計部の専門職１４

名及び一般職20名分を用意している。１９７４年から1975年にかけての支出推定額は約１７０万

ドルであり，そのうちおよそ25万ドルは技術援助にむけられている。

国際労働事務局の統計計１１１１Jの目的は各国を援助して労働統計の質や利用可能性を高め，労

働統計の国際的比較可能'性を促進し，ＩＬＯがその作業において統計と統計的分析を有効に

活用できるように保証することにある。この計画は次の内容をもつ

（a）労働力,雇用，失業，不完全就業，賃金，労働時間Ⅲ労働生産'性，職業訓練，消費

者物価，職業災害，社会保障，労働争議，労働移動，労働組合員数に関する統計の収集，

集計及び松表。

｜b）いろいろな国で使われている労働統計の集計方法の研究。

に）労働統計のための統計方法と国際標準の開発と普及。

（d）統計技術及び統計データの分析と解釈の研究を含む統計的研究。

（e）専門家の助言,フェローシップやセミナーの用意を通して労働統計の整備，改善の面

で発展途上国を援助すること，

（f）政府，企業，労働組合，個人及びＩＬＯの各部局に統計情報や助言を与えること。

この労働統計についての一般計画は，基本的には下記の諸活動によって遂行される。

（a）主たる活動は，世界の全ての国々に関する労働統計の収集，集計及び普及である。

１９７２年に第３２号が公刊された労働統計年鑑（ＹｅａｒＢｏｏｋｏｆＬａｂｏｕｒＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）

は，過去10年間の総人口，経済活動人口，雇用，失業，労働時間，労働生産性，賃金，消

費者物価，産業災害，労働争議のデータを世界中の170以上の国と地域について掲載して

いる。このデータは各国の統計業務によって局に送られてきた情報や官庁出版物から得ら
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れたものである。季刊の労働統計季報（BulletinofLabourStatistlcs）は，過去３

年間にわたる雇用，失業，労働時間，賃金及び消費者物価に関する月，四半期及び半年毎

のデータを掲載している。

（b）労働統計の個々の領域で採用されている方法論について徹底的な分析が行なわれる。

これらの方法論的研究は，用いられる基本概念，収集される統計について現在の必要や

利用可能性だけでなく，データの範囲，定義，収集方法，計算，製表及び公:表を検討する。

これらの研究に基づいて，ＩＬＯは国際標準の草案を用意する。これは，通常各問題につ

いての専門家グループによって検討された後，承認をうるために国際労働統計家会議に提

出される。

に）ＩＬＯは開設以来,労働統計の発展と国際標準の実施について各国を援助してきた。

労働統計の方法に関する情報の提供や参考資料，文書，その他の資料の供給の他に，ＩＬ

Ｏは，労働統計の発展を援助する目的で，１年間ないし５年間発展途上国に顧問を派遣し

ている。ＩＬＯの顧問の主な活動としては，雇用や賃金に関するデータの収集体制の確立，

家計調査の実施，消費者物価指数の作成及び労働力標本調査の開始がある。ＩＬＯはまた，

フェローシップ計画をもっており，労働統計についてのセミナーを主催する。

（｡）最後に，ＩＬＯは，『１０月調査』（OctoberEnquiry）として知られている国際統

計調査を毎年実施する。（第２次世界大戦中の短い中断を除いて）1924年以来実施され

ているこの調査では，４１の業種の成年賃労働者の時間賃金，標準労働時間さらに毎年10月

における特定の４１品目の消費財（主に食糧）の小売価格が調べられる。

４

Ｂ，国連食糧農業機関（ＦＡＯ）

国連食糧農業機関は，１９４５年１０月１６日カナダのケベックで開かれた国際会議で設立

された。ＦＡＯの目的は，規約の前文にうたわれているように，世界各国民の栄養および生

活水準の向上をはかり，食糧その他の農産物の生産と分配の効率を高め,農村住民の生活状

態を改善することによって，世界経済の拡大に貢献し人類の飢餓からの解放を確実にするこ

とにある。

ＦＡＯの主たる機能は，農・林・水産業及び栄養に関するあらゆる情報を集め,分析し,

普及することにあり，また世界の発展途上諸国に対して現場計画を通して援助と助言を与え

ることにある。特に規約の第１条は科学的，技術的，社会的そして経済的な研究の奨励と栄

養，食糧及び農業についての教育と行政の改善とを明記している。すなわち,天然資源の転

換や改良された農業生産法の採用，食糧や農産物の加工，販売及び分配の改善，さらに農産
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品調整や適当な農業信用に関する政策の採用である。余剰食糧の利用においてＦＡＯが行な

っている研究によって，ＦＡＯと国連の共同発起による世界食糧計画（ＷＯｒｄＦｏｏｄＰｒｏ－

ｇｒａｍｍｅ）が設立された。この計画は，経済・社会・開発計画の遂行や緊急の必要に応えて

食糧援助を行う。

総会と理事会がＦＡＯの最高機関である。規約によって設立された他の機関としては，計

画委員会，財政委員会，憲章法律事項委員会，商品問題委員会Ⅲ水産委員会，林業委員会そ

れに農業委員会がある。

ＦＡＯの総会は通常二年毎に開かれ，全般的な政策や将来の方向を決定し，作業計画と予

算計画を承認し，加盟国や国際諸機関への勧告を行なう。

３４カ国理事会〔註〕は総会が権限を委任できるほどの力を持っている。理事会は政府間商

品調整を含め，世界の食糧や農業の事情を検討し，特定の政策問題に関して勧告し，現在及

び将来の活動を審議する。また，制度や行政に関わる事柄及び機関の財政運営をも検討す

る。理事会はこれらを総会に対して報告する。理事会はその機能遂行の過,程で上記のいろい

ろな委員会から援助を受ける。特に商品問題委員会は，生産，取引，分配，消費そして関係

する経済問題に影響を及ぼす国際的性格をもつ商品問題を常時検討する。同様に水産，林業

委員会は，それぞれ水産業，林業における作業計画を審議し，またこれらの各分野での国際

的問題を定期的に検討する。農業委員会は，高度に選択された農業問題の定期的検討，評価

を行ない，特定の農業分野における中期，長期の計画やその遂行を理事会に助言し，農業に

関する固有な問題を検討する。

ＦＡＯの規約によれば事務局長が置かれ，それは総会によって指名される。ＦＡＯ事務局

は６つの主局からなり，それぞれの長は事務局次長である。アフリカ，アジア及び極東，近

東，ラテンアメリカ，北アメリカそしてヨーロッパに地域事務局がある。

主局のひとつに経済社会局がある。この局には５つの部があり，そのひとつが統計部であ

る。統計部は，管理室，統計分析課，統計開発課及び基礎データ室からなる。業務遂行にさ

いして統計部は，ＦＡＯの統計専門家諮問委員会や食糧農業統計に関する地域法定機関から

援助を受ける。水産局は政策・計画部の中に独自の統計課をもっており，他方林業局には木

材工業貿易部の中に独立の経済統計係がある。さらに，統計活動はＦＡＯ事務局の他の部課

でも行なわれている。例えば経済社会局の商品貿易部は商品分析と研究のための統計を作成

している。

１９７４～1975年の通常計画予算案によれば,統計部は８７名"を擁し,そのうち27名は専門職

である。さらに専門職５名を含む14名が林業局の木材工業・貿易部の経済統計係に配属され

ており，専門職５名.を含む18名が水産局の政策・計画部の統計課に配属されている。統計部
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の通常計画として提案された１９７４～］９７５年予算総額は約４１０万ドルであり，ＦＡＯの基

礎的経済統計事業（林業，水産業を含めて）の予算合計はおよそ６６０万ドルである。

機関の責任を遂行するために，ＦＡＯの統計作業は次の諸点に向けられている。

（a）農・林・水産及び森林生産物の生産，取引，価格，消費，生産手段，構成及び関連

する諸側面についての情報を普及すること。

（b）機関の作業計画を遂行するＦＡＯのいろいろな技術的及び経済的単位に対して統計

業務を供給すること。

ＩＣ）各国を，これらの分野での山家統計の改葬において援助すること。

管理室（ＯｆｆｉｃｅｏｆｔｈｅＤｉｒｅｃｔｏｒ）は統計データの集中的加工，資料作成，公表及び

調整のシステムをととのえることを含む諸活動の全般的な立案・指揮の責任を負っている。

統計分析課（ＳｔａｔｉｃａｌＡｎａｌｙｓｉｓＳｅｒｖｉｃｅ）との課は次の点に主たる責任を負う。

（ａ）食糧消費と人口の動きとの相互関係についての調査を含む食糎消費調査の集計と分

析及び開発途上諸国でのこの穂の調査の促進に参加すること。

ｌｂｌ食糧の消費水準とその分配を分析し，食糧需給表，食糧消費調査及び関連の分析に

基づく定期的な世界食糧研究の準備を指導すること。

ＩＣ）農業人口，地方人□，農業での雇用と失業の推定や予測を行い分析すること，及び

総人口の推定と予測をＦＡＯでの利用に適合させること。

１.）農業のための経済勘定を作り改善すること。

に）特定の国の主要商品について国の平均生産者価格を推定する方法を開発し,推定し，

生産者価格の支持水準についてのデータを集計し分析すること。

（f）第二次国連開発１０カ年，刊行物食糧と農業の現状（TheStateofFoodand

Agriculture）や各国の将来研究で使用される農業部門における経済的・社会的変化に

ついての適当な指標を指定し，作り上げること。

統計開発課（StatisticalDevelopmentService）との課の主たる機能は次の通りで

ある。

（a）農業計画の世界的センサスを企画し実施すること。

（b）各国政府と協力して，特に開発計画の必要に対応した適当な国の農業統計を作成す

るための総合的計lIlliを立案し，｜｣《|際的に同意を得た統計計画を促進すること。

ＩＣ）農業のセンサスや調査で用いられているアプローチについての方法論的研究を行な

い，農業のセンサスや調査について，それらの一層の発展と改善に特に重点を置き，各国

の経験の比較研究を準備すること。

（d）農業の構造的特徴に重点をおいて農業センサスの調査結果について比較研究を準備
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すること。

（e）技術上の援助を与え，ＦＡＯの技術援助や加盟国における統計活動の通常計画を評

価すること。

（f）統計的方法や専門技能を改善するために，専門家養成計画，セミナー存び専門家の

会合を組織すること。

（R）農業研究における実験作業についての統計的企画や分析に技術的援助を与えるこ

と。

基礎データ室（ＢａｓｉｃＤａｔａＵｎｉｔ）この課の機能としては次のものがある。

（a）農産物の生産地域，生産，貿易，利用や価格，生産必要物についてのデータを収集，

集計しそれらを標準的な単位，概念及び分類に作りかえること。

（ｂ）国及び商品ベースにたって最新の供給及び利用勘定を作成し維持すること。

に）国,地域及び世界レベルでの農業生産や，貿易の指数を案出し，食幟需給表や農業

生産の先行指標や短期予測を用意すること。

（｡）穀物と家畜の生産，生産必要物及び供給／利用勘定に関する統計の国際的比較可能

性に関して，現在の実務及び標準についての研究を準備すること。

ｌｅｌ基礎的計画統計についての部局問題作業グループ，商品問題委員会の商品研究グル

ープ，その他のグループからの求めに応じて統計データを供給すること。

（ｆ）農産物の生産と利用，そして生産必要量についてのデータに関しての政府に対する

質問票を作成したり，統計部長による認可を求めて他の課から提出されﾅﾆ調査票の統計内

容を審査すること。

水産局の統計課は，漁獲，陸揚げ,漁極努力，漁船団，漁業生産などに関する国際標準一定

義,概念,方法,分類など－の開発を促進することに責任を負っている。この作業は，在庫評

価や国際的に承認を受けた管理体制を担当する。機関間の作業部会や統計諸委員会の業務に

関連する。この課は水産業のデータベースを維持し，年鑑，定期報告誌，その他のアドホッ

ク刊行物を発行する。

同様に林業局の経済統計課は林業年鑑（ForestoryYearbook），定期報告誌，その他の

アドホック刊行物の発行を含む林業分野の統計作業全般に対して責任を負う。その担当業務

には，統計系列や報告をその範囲，質，一貫性の面で改善すること，たえず最新の計算と分

析の方法を採用すること，市場知識と技術に関する分析，普及を強化し，一連の最近の林業

の動向についての研究を準備すること，が含まれている。

これらの活動は全て，政府，地域職員さらに国の現場作業員との直接協議によって，また

水産業・林業統計と関連する研究・養成計画を含め，食樋・農業統計担当の地域機関との計

●
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義の上で実行される。本部と現場の活動は，相互に関連しており，食紐・農業統計について

の長期計画の立案と実行を各国に奨励することに重点がおかれている。

〔訳註〕理事会は，総会によって選挙される理事国をもって構成される。理事国は成立頭

初の34カ国から現在は42カ国に増加している。参照『主要国際機関の概要』２５７

～８頁

Ｃ国連教育科学文化機関（ＵＮＥＳＣＯ）

規約に規定されているように，国連教育科学文化機関の主要目的は，「国際連合憲章が世

世界の諸人民に対して人種，性，言語又は宗教の差別なく確認している正義，法の支配，人

権及び基本的[l由に対する尊重の念をあまねくゆきわたるように教育，科学，文化を通じて

国家間の協力を促進し世界の平和と安全に寄与すること」にある。この目的を実現するため

に機関は，特に発展途上国の要求を配慮しつつ，教育，科学，技術，文化及びコミュニケー

ションの発展のために加盟国に協力する。教育と科学が発展にとっての最も重要な要素とし

て重視される。規約は，機関が総会（会議は２年毎），４０名からなる執行委員会及び事務局

をもつことを規定している。総会は政策を決定し，作業計画及び予算を承認する。総会はさ

らに加盟国に対する勧告や国際協定の作成を担当する。執行委員会（通常２年に］回会合を

開く）は，計Iilliの遂行や計画・予算案の審査に主たる責任を負う。総会によって指名された

事務局長は，執行委員会の名により機関の計画遂行に対して責任を負う。ＵＮＥＳＯＯの事

務局は，４つの大きな計画セクターからなっている（それぞれの長は事務局長補である）。

すなわち教育，自然科学，社会科学．それに文化コミュニケーションである。これらのセク

ターはさらにいろいろな部や局に分かれている。ＵＮＥＳＣＯはアジア，アフリカ，ラテン

アメリカ及びアラブ諸国に地方支部分局やセンターをもっている。これらの分局は地方や計

画セクターに関係する専問的業務を担当する。

ＵＮＥＳＣＯの統計的責任は，この機関の担当分野内の統計部門，すなわち’教育統計’

科学技術統計，文化コミュニケーション統計にかかわっている。〔註〕その主たる目的は，

加盟国，ＵＮＢＳＯＯ事務局及び他の国際機関のために，世界的規模で，地方別さらに国別

の統計データを供給することにある。ＵＮＥＳＣＯの統計室はまた，計Ulliと運用機能に特に

重点をおき，この種のデータの分析と使用に関して技術的助言を与える。この課題を遂行す

るにあたり，統計室は加盟国，ＵＮＥＳＣＯの色々な計画セクター及び国連システムの他の

機関と密接に協力しつつ活動する。

ＵＮＥＳＣＯの統計についての課題は次のように要約できる。

、
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（a）ＵＮＥＳＣＯの権限領域内で統計データを収集，集計，分析及び公表すること。

（b）これらの領域で統計的方法の改善のための研究を行なうこと。

ＩＣ）それら統計について世界的基準にたって国際標準を確立すること。

（dｌ求めに応じて，教育，科学・技術，文化・コミュニケーションに関係する統計事業

の発展において加盟国を援助すること。統計の教育計画，特に大学レベルでのそれの立案

や実施の点で援助を与えること。

統計室はコミュニケーション・セクターに所属する。１９７２年から1974年の２年間に職員

は，２２名の専門家と２６名の一般職員から構成されていた。統計室は４つの主要ユニヅトすな

わち，教育統計課，科学・技術統計課，文化・コミュニケーション統計課及び統計運用課か

らなっている。１９７３年から１９７４年にかけての統計活動に関する支出は約］００万ドルの技

術援助を含めておよそ２５０ドルにのぼるとみられる。

統計部の基本的活動は次の通りである。

（a）教育統計課（ＤｉｖｉｓｉｏｎｏｆＳｔａｆｉｓｔｉｃｓｏｎＥｄｕｃａｔｉｏ、）との課は毎年４つの基

本的調査票を発送する。ひとつは教育全般（制度，教員数，登録者数，研究領域，大学院

生数など），第二は年齢，学年及び再履修別の登録者数，第三は教育の歳入歳出，

そして第四は教員に関する詳細なデータについてのものである。ＵＮＥＳＣＯの刊行物に掲

載される大量の教育関係の原資料はこの４つの調査票である。教育)統計の方法論的側面を

明らかにするためには，特別な調査，統計報告及び統計研究が準備される。これらは，例

えば，海外留学生に関する詳細な調査，教育効果の分析，移動統計の研究，発展途上国に

おける統計の収集と利用方法，教育計画の立案に関する準備作業など含む。教育に関する

データ又は特殊な教育問題の分析に対する閣僚会議をふくめて事務局内部からのアドポッ

クな要求は，この課で処理される。さらに，新教育国際標準分類（ＩＳＣＥＤ）が１９７４

／７５年の採用を目指して作成されつつある。これは分析や研究で利用するために教育課程

を約６００の範囑に分類することになる。

（b）科学・技術統計課（ＤｉｖｉｓｉｏｎｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｎＳｃｉｅｎｃｅａndTechnology）

この課は先進諸国においても最近実施されはじめたばかりの比較的新しく複合的な一連の

統計に対して責任を負う。これは，科学・技術活動の特定の分野に関するデータの収集で

ある。研究や開発のための人材や費用に関する要約的データを集める年次調査が行なわれて

きており，それは科学統計の特殊な側面に関する２年に一度のより包括的な調査によって

補足される。科学統計における基本的定義や分類を確立するだけでなく，将来の展開方向

を示す国際標準が開発されつつある。学術資金と統計事業のいずれもが著しく限られてい

る発展途上国のために，科学統計におけるデータ収集技術を改良する努力もまたはらわれ

６

７

－８－



ている。さらに，この課は，科学統計に関する各国のそして，国際的な研究及び報告が系

統的に収集され，加盟国や国際機関の関心ある職員に対して文献目的が用意され配布され

る交換所の役割を演じる。

に）文化・コミュニケーション統計課（ＤｉｖｉｓｉｏｎｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｎＯｕｌｔｕｒｅａｎｄ

Ｏｏｎｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）この課は，図書館Ⅲ博物館Ⅲ出版や翻訳，新聞その他の定期刊行物，

新聞用紙・他の印刷紙・原稿紙の消費Ⅲフイルムや映画，ラジオやテレビについての統計

を取り扱っている。国の次元では，他の統計と比較しておろそかにされているこれら分野

の統計について’四際的な比較可能性を増大するためにかなりの努力がはらわれている。

これらの分野における国際標準化に関して２つの勧告が用意されている。ひとつは，出版

と定期刊行物に関する統計についてのものであり（１９６４年の総会で採択），もうひとつ

は図書館統計についてのものである（１９７０年に採択）。さらに文化・コミュニケーショ

ン統計に関して３つの地域セミナーが組織された。第一は１９６８年のアラブ諸国に対して，

第二は１９７０年のラテンアメリカ諸国に対して，第三は１９７２年のアフリカ諸国に対して

のセミナーである。

（d）統計運用ユニット（ＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＯｐｅｒａｔｉｏｎｓＵｎｉｔ）様々な部局のためにデー

タを準liljし，資料を整理し，さらに計算する作業は，可能な限り統計jui)１１ユニットに集中

されている。このユニットは事務職員の集団と，統計資料糖IIll係及び小型のキーパンチ設

備から成っている。コンピューターのプログラマーもまたこのユニットに配属されてい

る。刊行物のための製表は１９７１年までは主にパンチカード機械によって行なわれていた

が，現在では中央コンピューターによって，主として同じく1971年に発足した統計データ

バンクを利用して行なわれている。資料作成係は国と国際的な統計刊行物や文書の収集を

担当する。

〔訳註〕その後’977年にユネスコ事務局の機構は再編され，統計関係では行政セクタ

ー内に統計室が設けられている。新機構の詳細については『ユネスコ』（ユネス

コ委員会）１９７６，６頁を参照されたい。

寺

□」

、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）

国際民間航空協定の目的は，「国際民間航空が安全かつ整然と発達するように，そして国

際航空運送企業が機会均等につくられ安全かつ経済的に運営されること」にある。この機関

はまた，締約国の権利が完全に尊重されることを保証している。協定によって総会，理事会

その他の必要と思われる機関及び航空委員会が設立された。総合は通常３年に一度開催される。
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主に理事会が機関の業務を管理する。理事会の理事はⅢ航空運輸にとって特に重要な諸国，

すなわち，他でもなく国際航空運行に施設提供面の貢献でふくめられる諸国と全ての主要地

域からの代表を確保するためにふくめられる諸国との間で釣り合いがとれるように割り当て

られる。理事会は下部機関の業務を指令し，情報を収集・公表し，協定違反を国あるいは総

会に報告し，国際標準を採用し』国家が付託した協定に関わりをもつあらゆる問題を討議し，

航空運輸及び航空運行の全ての側面にわたる研究を指導し，国際航空運行の発展にとって克

服可能な障害をもたらすあらゆる状況を調査し，それに関する報告を作成する。理事会は事

実上常設会期である。

航空委員会も同様に常設会期である。この委員会は技術的な国際標準や実施勧告を検討し，

望ましい場合にはその修正を勧告するし，地域航空運行計画を検討し，必要とされる場合に

は同じようにその修正を勧告する。

航空運送委員会は，統計の収集，公表と航空運輸についての世界的そしてまた地域的な研究

の実行とを含めて航空運輸の経済性を取り扱う。さらに国際航空運輸の簡易化に関わる諸問

題をも取り扱う。

ＩＣＡＯ事務局は，いろいろな部局に分かれており，それらはさらに課，セクション，室

などに分かれている。部としては航空部，航空運送部，技術援助部，法律部，管理サービス

部がある。ＩＣＡＯはダカール，パリ，カイロ，バンコク，メキシコンテー及びリマに地域

事務局をもっている。

ＩＯＡＯはその一般的責任に応じて，国際民間航空協定の下に，国際民間航空に関する統

計の収集と公表について特に責任を負っている。同じ協定の下で機関の加盟国はこれらのデ

ータを提供する義務をもつ。

その統計業務を遂行するにあたり，事務局は航空運送委員会と理事会に責任を負う。航空

運送委員会は事務局の仕事を指導する際に，様々な国の１２名の専門家からなる統計委員会

（Panel）から助言を受ける。この委員会は特別会議及び通信を通して活動する。５年ないし

６年間隔で統計部局会議が召集される。これらの会合にＩＣＡＯの全締約国が招請され，そ

の席上機関の緋計の全体計画が審議される。

ＩＣＡＯ事務局の統計セクションは，航空運送部に所属する経済及び統計課の２つのセク

ションのうちの一つである。統計セクションの現在の人員は６名の専門職と16名の一般職か

らなる。１９７４年の統計活動に関する推定支出額は４４１万ドルである。

ＩＯＡＯは定期航空会社及び不定期事業者に関する営業航空運送統計を収集，公表する。

それには会計資料だけでなく連行資料さらには保有機数及び営業職員の資料も含まれている。

現在の輸送量，各締約国が登録している民間機の型式･番号及び航空気事故に関しても統計が

⑤
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公表されている。通常の統計収集の他にＩＣＡＯはしばしば特別な資料を要求している。

統計計画の主要な部分（航空運送，交通量及び空港交iivi）について各国から得られた統計

データ処理は，最近ＩＣＡＯに設置されたコンピューター設備を用いて行なわれる。計画の

重点はしだいにコンピューターの利用へと傾きつつある。

ＩＣＡＯは統計ダイジェスト(1)ｉｇｅｓｔｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃａ）の編集に用いられるデータを

提供する標準航空運送報告形式を次の諸系列について作成してきた。

航空運送会計資料

交通量不定期航空運送

航空機及び職員登録航空機

空港交通

交通量ダイジェスト（TrafficFlowDigest）以外は年次刊行物である。交通量に関

する系ﾀ'1は年４回発行される。全てのシリーズに対する追加はそのつど発行される。

Ｅ世界保健機関（ＷＨＯ）

世界保健櫛関の樗能は’公衆衛生の分野での国際的指導及び調整機関として活動すること

にある。それは公衆衛生の実施，病気の予防と撲滅，衛生の改善及び医療保険の提供に関す

る|爪理や基準を作成する。それは保健事業の強化皮び衛生担当者養成の面で諸Iflに援助を与

え，各国に流行病の実状や環境上の健康障害についてのII1i報を与え，防止対策を立案，調整

し，国際的な医学研究を指導し支援する。

機関はジュネーヴの本部と，アフリカ，アメリカ，東部地中海，ヨーロッパ，東南アジア

それにMfi太平洋地域を担当する６つの地域事務局との協力によって運営される。米州衛生局

（米州保健機関）はＷＨＯのアメリカ地域事務局の役目を果たしている。

ＷＨＯの基本的政策立案機関は通常年に－度ジュネーヴで開催される世界保健会議であ

る。そのほかに２年に一度会合を開く２４人執行理事会がある。

本部頂務局は，事務総長の下にある２つの管理部と１１の技術部からなり，後者のひとつに

保健統計部がある。

保健統計部では，次の４つの裸が責任を分担している。すなわち，統計情報普及課，保健

統計ﾐﾄﾞﾄﾞ業開発課，保健統計方法論課及びＩ上|際疾病分類課である。

ＷＨＯの統計活動の大部分は本部でではなく６つの地域４#務局で行なわれる。これらの事

務局にはそれぞれ地域統計顧問が配属されている。この顧問は少数のスタッフをもっており，

国の衛生統計計画の作成に助言を与えること，ＷＨＯでこの種の計画を担当している統計職

･イ
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員との技術的関係を維持することに責任を負っている。さらに地域統計顧問は地域事務局の

仲の事業に対しても統計の援助を与え，国の統計職員養成を促進し，衛生統計に関して国際

的に勧告された標準，方法及び原琿について諸国に助言を与える。

1974年のＷＨＯの予算は１４０名の専門統計職員に備えている。このうち28名はジュネーブ

本部に配,属されており，さらに20名の統計家は地域事務局に，また92名は現地に籍を置いて

いる。現地活動も含めた１９７４年のWF計活動に開する推定支出縮は約４４０万ドルである。

ＷＨＯの一般的な統計責任は次の通りである。

に）諸国から得られた保襟統計資料を収集，統合，分析，公表及び普及すること。

（b）国の保健統計業務の組織化のために諸国に対して助言や援助を与えること。

に）定義と年令区分，傷病と死因の分類治療や診察法の分類，医療記録と保健統計体

系，保健事業で働く人員の養成方法と原則，保健の分野で応ﾄﾞ|]可能な統計技術や方法を今

めて，保健統計を標準化し努展させること。

（ｄ１ＷＨＯのＩＩｈの技術部に対して統計的方法論や分析の問題に関して助言や援助を与え

ること。

保健統計部が行なう特別な統計活動の概略を示すために，この部を構成する４つの課の作

業を検討することにしよう。

統計情報普及課（DisseminationofStatisticalInformation）との課の職務はⅢ

各国から得られたかあるいはいろいろな統計刊行物や疫学出版物からぬき出された基僻デー

タを総合整理することにある。その仕事は，次のものである。

（ａｌ疾病，保健業務施設，保健職員，保健支出及び医療保険事業の財政，そして予防接

種のような主要保健業務活動に関するデータを日常的に収蝿すること。

｜ｂ）人l］動態，保健及び人|］についての統計を収集，加工，分析し，論評を加えるこ

（c）月刊の世界保健統計報告（WorIdllealthStatisticsReport）や世界保健統

計年報（ＷｏｒｌｄＨｅａｌｔｈＳｔａｔｉｓｔｉｃｓＡｎｎｕａｌ）に発表するためにこの種の統計の岐新

の記録をそろえておくこと。

（d１国の人口動態・保健統計データの質を改善し，それらを国際的に比較可能にするた

め現地職員に統計'情報を提供し，他の本部職員や専門家委員会に対して個々の分野にふさ

わしい統計データの有用性や利用について助言を与え，先天性奇形，保健支出及び保何1指

標の企,ihiを含む特定の主題に関して国内的，国際的統計研究を促進し，調整すること。

保健統計サービス開発課（ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＨｅａｌｔｈＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＳｅｒｖｉｃｅ）との課

は，保健施設や国の保健行政における医事記録システムならびに統計業務の組織化と発展を

援助する。この課は，医事記録や保健統計業務の組織化と発展のための標準や原則を作成し，

■
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人口動態と保健の統計についての囚の委員会の活勅を促し，保健統計における訓練に対して

情報や助言を与える。

保健統計方法学課（HealthStatisticalMethodology）この課は，本部の他の部局

に対して統計方法論の問題に関する助言や援助を与え，保健問題に適用できる統計技術を開

発し，これらの技術に関する手引きを準準し，保健統計データのコンピューターによる分析

の計画作成を担当する。

国際疾病分類課この課は，疾病の国際分類の定期的改訂を組織する。この中には，いろ

いろな国や様々な目的へのその応用についての研究，他の疾病分類の比較研究，４カ国語で

出版される国際傷病死因統計分類の手引（ManualoftheInternationalStatisｔｉｃａｌ

ＯｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｏｆＤｉｓｅａｓｅｓ，ＩｎｊｕｒｉｅｓａｎｄＣａｕｓｅｓｏｆＤｅａｔｈ）の準備，他の言語

版を準備している諸国に対して助言や援助を与えることが含まれている。さらに特定の目的

（例えば病院記録の診察目録）に合うようにこの分類を調整し，補足的分類（例えば医事及

び手術方怯の分獺）を作成し，診察用語法の標準化をおし進める。

Ｆ国際復興開発銀行（ｌＢＲＤ)／国際開発協会（ｌＤＡ)／国際金融公社

（ｌＦＣ）

銀行団の協定条項はこれらの祷関の機能を次のように規定している。すなわち，低開発国

の生産設備や資源の開発を含めた，生産的目的のための資本投資を促進すること。民間の対

外投資を活発にし，必要な場合には、己資本，調達資金その他の財源から生産目的に融資し

て民間投資を補足すること。機関が直接行なうか又は保証する借款をその他の経路を通して

の国際借款との関連で調整し，より有益で緊急な計lMIiに最初に着手されるようにすること。

この銀行の協定条項は，銀行が総務会，理事，総裁及びその他の官吏・職員をもつことを

規定している。銀行の全ての権限は総務会に付与される。総務会は，その機能の多くを

理事に委任し，理蘓は多かれ少なかれ継続的に開催される会期では役員会として機能する。

理事は銀行の運営全般に対して責任を負う。

ＩＦＯとＩＤＡは銀行と密接に連絡しあってはいるが，法的には別の存在である。ＩＦＣ

の協定条項は，総務会，理事会，JIM覗長，総裁,及び公社が定めるそのⅡ|]の役員や職員を規

定しており，ＩＤＡのそれは，総務会,理事，総裁及びその他協会が定める官吏や職員を同

様に規定していろ。これまでは銀行の官吏，職員はＩＤＡのそれと同じ機能を果たしてき

た。

銀行団内部で行なわれる統計作業は，作業部局に対する援助業務の一環である。従って，

、
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作業計画は第一に，国や部内や企lHIi経済分析に対して統計関係の情報を供給することに向け

られている。この情報の一部は，管理目的，国家間の比較及び地域や国家群ごとの集計のた

めに標準化される。

統計事業について主たる責任を負うのは経済分析・企画部である。1974年には（コンピ

ュータープログラマーや秘書職員を含め）７５名の正規職員が統計作業に従事していた。銀行

の他の部局に，人口統計や所得分配統計など特殊なデータの収集に携わるさらに約１０名の職

員がいた。

収集され，分析され，保存される統計情報の大部分は，間接的に他の国際機関から得られ

る。銀行は,統計データの生産者というよりは主として利用者である｡銀行が収集する－次デー

タのうち重要なものは，対外債務，資本の流れ及び借入金供給だけである。銀行に加盟して

いる発展途上国の公債に関する詳細なデータは80カ国以上について1966年以来継続的な時

系列として利用でき，そして多くの国についてはその系列をさらに以前までさかのぼること

もできる。民間借款に関するデータは，これらの資本の導れがまとまった額に達すれば随時

加えられており，国の数はますますふえている。この統計計画の中心となる負債者報告シス

テム（ＤＲＳ）はますます関係付腿システムによって補足されている。

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）と協力して機能している拡大報告システム（ＥＲＳ）は，

債権者から開発途上国に対する貸付けのデータを供給する。資本市場システム（ＣＭＳ）は，

ＯＥＣＤ加盟国市場における資本奴６１についての情報に基づき，発展途上国の市場借入れを

記録する。ヨーロッパ通貨市場からの発展途上国への資本流入についての情報収集に努力が

払われている。すなわち銀行の支局を通して公信用に関する最新のデータが集められており，

同時に１１１方では，これらの取引に参加した主要民間銀行と協力して報告システムを作り上げ

る努力が続けられている。また外国貿易銀行家協会（ＢＡＦＴ）の協力を得て試験的研究が

行なわれている。債権国の半官信用機関ないし公的に保証された信用保険機関によって発展

途上国に対して与えられた輸出信用に関する債権者情報を得る努力は，ベルン連盟事務局の

協力の下で進んだ段階にある。妓後に，現在国連エネルギー局（ＵＮＥＯ）の協力で進め

られている石油輸出国からの他の開発途上国への借款についての情報獲得の第一歩が踏み出

されている。これは，そのうちに対外負債情報の全システムの重要部分となると期待され

る。

この分野以外では，ほとんどのデータは標準的な国際資料から得られたものであるが，国

民勘定，国際収支及び財政データについての最新のデータは例外である。銀行は毎年平均７０

の経済使節を発展途上国に派遣しており，そのため過去についての最新のデータや最近及び

現在の暫定推定値を入手することができる位置にある。これらのデータは歴史的資料ととも

■
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に保存され，各国においてあるいは国際的に公刊されたデータとつき合せることによって改

訂される。このような改訂は，データベースがもともと関係国担当経済職員の利用のために

保存されているのであるから，彼らの同意を得てはじめて行なうことができる。銀行に貯蔵

されている情報を国連統計局や専門機関のそれと比較してのありうべき違いは現在行なって

いる研究の主題にある。

現在のところデータベースには，基本的国民勘定集計，凶際収支，雇用及び労働力，財政

及び国際貿易価格についての情報が含まれている。標準化された時系列が管理情報のため，

そして国の経済計画を含めた分析的作業のために継続されている。最近，銀行は，国連統計

局から入手した国際貿易の簡略Ｄ及び非Ｄ系列を追加し，貿易，生産，価格及び最終用途に

関する時系列を含む第一次産品データバンクの設立を準備'１ｺである。このシステムに主にデ

ータを供給するのは，国連食)MII農業機関（ＦＡＯ）のデータファイルとテープである。銀行

がほどなく国際通貨基金（血ＩＦ）の国際収支に関するテープを入手し，国際的な資本の流

れについての情報とこれらのデータとを連動できるようにすることもまた期待されている。

これらは全て，国連システム内の諸機関及び特定の外部機関との協力が拡大していることを

意味する。データへの融通のきく接近とデータの更新のためにコンピューター設備をより大

規模に活用することは，銀行が大戯データ処理能力を急速に増大するさいに絶対必要な要素

である。ＩＭＦと銀行が共同jili川する新しいコンピューター設備により，様々なiii（泉からの

データの利用が可能となり，銀行内で行なわれているLlilの経済分析の.助けとなるであろう。

統計における技術援助は，銀行にとってはごく小さな活動にすぎない。独立した計画ある

いは予算があるわけではないが，そのような援助がなされるという限りで，正規の活動の一

部になる。援助の大部分は外外負債についての作業の一部分であり，負債報告システムの創

設やそれらのシステムの改轡の点で政府を援助したり，負債統計や負債管理に関する地域開

発銀行との国際セミナーなど様々である。多くの統計家がこの分野での訓練のために銀行に

おいて時を過している。負債統計の分野の他には，統計体系についての不定期調査が諸国の

求めに応じて行なわれている。これは通常，国連開発計画の技術援助に属する。数人の銀行

職員が，時々との種の計'''１１を補佐する。

銀行はいくつかの標準的データ系列を定期的に発表している。年報（ＡｎｎｕａｌＲｅｐｏｒｔ）

はデータバンクから得られた標準的ないくつかの統計表を含んでいる。対外負伍部は毎年，

加臘発展途上国の負債額と資本の流れについての報告を発表する（ＢＣ－ｌ６７）。全ての国

の－人当り所得の推計は，世界銀行地図（ＷｏｒｌｄＢａｎｋＡｔｌａｓ）に毎年発表される。さら

に，経済成長の様々な側面にわたる図表書発展途上国の動向（TrendsinDeveloping

Oountries）が毎年公表される。1968年と１９７１年に発刊された世界図説（Ｗｏｒｌｄ
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Ｔａｂles）には，誘導経済社会指標が含まれている。枇界経済の長期的発展に焦点をあてる

ために新しい世界統計表が現在準備中であり，これは大部分の発展途上国の基本的統計系列

を包括することになる。

Ｇ・国際通貨基金（１ＭＦ）

１９４４年にプレトンウッズで締結され，1945年１２月２７日に発効した国際通貨基金の協

定条項によれば，設立の目的は，国際通貨問題に関する協議及び協力のための機構となる常

設機関を通じて，通貨に関するlfl際協力を促進すること’囚際貿易の拡大及び均衡のとれた

成長を促進すること，為替の安定を促進し，加盟国間の秩序ある為替協約を維持し，為替切

下げ競争を防止すること。加盟[lil間の正常取引について多角的決済制度の樹立と外|]《|為替制

限の撤廃とを援助すること，適当な保証の下に基金の資金を加盟国に利用させ，こうして国

内的又は国際的な繁栄を破壊する描置に訴えることなしに国際収支の失調を是正する梼会を

供することにより加盟国に安心感を与えること，加盟国の国際収支の不均衡の持続期間を短

縮し，且つ，その程度を軽減すること（第一条）。

基金はその業務の遂行にあたり,加盟国から供給される統計情報に依拠する。協定の条項

は，櫛関の多くの統計作業を規定している。規定によれば，娃金はその業務に必要とみなさ

れる情報の提供を加盟国に対して求めることができ，基金の任務を効果的に果たすのに必要

な国家的データのリストも含まれている。そのリストには次のものがふくまれる。金及び外

国為替の公的保有額，公的機関以外の銀行及び金融機関による金及び外国為替保有額，金生

産，相手別の金の輸出及び輸入，相手国別の商品の輸出及び輸入総額，国際収支，国際投資

状態，国民所得’卸売及び小売T1j場における商品物価指数，輸出及び輸入価格指数，外貨の

売買相場，及びそれが存在するところでは公的清算取決め（第八条）。さらに基金は，加盟

国の同意を得て，更にｲ１１]の情報を得るための取決めを行なうことができる。一般的に，雄金

は通貨や金融問題に関する情報の収集と交換の中心として機能する。

１９７３年に合計１０４名の正規職員が基金の統計活動に従項していた。８３名は統計局にそし

て２１名は国際収支部に所属していた。これらの数字には技術援助やコンピューターのプログ

ラミングに携わる職員は含まれているがⅢコンピューターの運転作業員ないし秘書は除かれ

ている。

基金の統計的責任及び活動の大部分は統計局に委譲されており，統計局は内部目的と公表

のために，国際準備，通貨と金融，他の金融機関，政府金融，利子率，物価，賃金，生産，

国際貿易及び国民勘定に関する経常的データを収集し，準備する。国際収支統計は，調査局

ら

。
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国際収支部が担当する。データは各国の通貨当局（中央銀行），各国の統計局ﾛその他の国

際機関及び基金自身の勘定から集められる。次いでデータは第一次調柊によって国際比較に

最も適するように国別に加工され，必要な場合にはさらに均質な概念的基準をもつデータへ

と組替え，国のデータと基金のそれとの違いを確認する。基金の業務にとって特に重要ない

くつかの時系列については，地域集計や世界総計も作成される。データの加工は全て，デー

タファンドすなわち時系列の貯蔵，更新及び訂正，時系列の運用及び印刷物，図表，ないし

テープの形での計算結果の作成のための統計局汎用計算システムで行なわれる。

１９６９年に統計局は，各国の内外通貨状況の分析に関する統計を掲載する中央銀行誌の創

刊と改善のための技術援助計画に着手した。この計画に従い，局の専門家は参加国を繰返し

訪れる。同様に国際収支部の専門家は，国際収支統計の集計や報告の改善のために多くの国

で短期的任務につく。

Ｈ万国郵便連合（ＵＰＵ）

万国郵便連合は1874年に設立され，通信連絡の自由を保証する約150カ国間の郵便物の

相互交換のために単一郵便地域を構成する。その目的は，郵便事業の組織化と改善を確保し，

この分野での国際協調を促進し，郵便技術援助に参加することにある。全加盟国から構成さ

れる万国郵便会議は５年毎に開かれ，連合のいろいろな条約を審議する。この会議によって

選出される執行理事会は毎年開かれ，会議の間の連合の事業の連続'性を確保する。同様に会

議によって選出される郵便研究諮問理事会（ＣＯＰＳ）は，全加盟国の郵便行政に関係する

主要問題の研究を組織することに責任を負っている。国際事務局として知られている連合の

中央事務局はスイスのベルンにある。

連合の規約によれば，国際事務局は，行政機関から供給される情報に基づき，「郵便事業

に関する統計データ」（国内的及び国際的）を公表しなければならないと規定されている。

これらのデータは１８７５年以来毎年公表されてきた。１９０６年から１９６３年まで，国際事務

局は国際事業における郵便蛎業及び郵便発送の完全な統計を３年毎に，そして各中間年には

縮約統計を発表した。ＯＣＰＳが行なっている研究の結果，これらの統計は１９６４年以来一

つの年次刊行物すなわち経常的に発行される郵便業務統計（ＳｔａｔｉｓｔｉｑｕｅＤｅｓＳｅｒｖｉｃｅｓ

Ｐｏｓｔａｕｘ）に一本化された。さらに，執行理事会とＣＣＰＳが行なう種々の研究には，方法

論的指針とともに，特別に集められる有益なデータが含まれている。この刊行物は１９７４年

よりこれまでに比べてはるかに詳細な情報を含むルーズリーフのとじこみ形式で公表される

予定である。
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1．国際電気通信連合（ＩＴＵ）

１８６５年に設立された万国電信連合を継承した国際電気通信連合は，広く規定された次の

目的をもつ，

（a）あらゆる種類の電気通信の改燕と合理的使用のために国際協力を維持し，拡大する

こと。

（b）電気通信事業の効率を改善し，その有効性を高め，それらを可能な限り広く一般に

利用できるようにするために，技術的設備を発展させ，その最も効率的な運用を促進する

こと。

に）これらの目的を達成するため各国の行動を調整すること。

連合の基本文書は，ＩＴＵの岐高機関である全権委員会議が作成する国際電気通信協定で

ある。全権委員会議はほぼ６年毎に|)|ｌかれ，最近では現行協定作成のため１９７３年に開かれ

た。協定は連合の事務局長に対して次のような任務を課していろ。

ｌａ）管理規則に規定されているように，連合の一般統計及び公的業務文書を準備，公表

及び更新すること。

（b）世界中の電気通信に関してL141円及び|里I際データを収集しⅢ適当な形で公表するこ

と。

ＩＴＵ内の統計作業の組織は，ＩＴＵの枠内で作成された国際協定や勧告に規定されてい

るように，本来的には各加盟国諸の決定に従って統計情報や計画（企画）情報を収集し，集

計し，普及する連合本部に基礎を置いている。

電気通信業者統計年鑑（YearbookofOommonCarrierTelecomｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）や電気通信統計（ＩｂｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎＳｔａｔｉｓｃｓ）の他に，ＩＴＵは飯要

な統計情報を載せた他の出版物も発行している。この情報は，業務（電気通信）目的にも国

際電気通信網計画にも用いられる文書に含まれている。印刷公表されるデータの他にも，連

合はＩＴＵ諮問委員会の研究計画で使用したり，技術協力計lmiにおける詳細な計lliUを立案す

るための特別な統計資料も作成する。

現在国際電気通信連合は，これまで別々のデータベースに貯蔵されていた情報を含むとと

もに，将来の使用に対して容易に拡張できる共通システムを準備するための，合同計ｌｌ１ｌｉ（企

画）と統計データベースシステムの設立に取り組んでいる。

このシステムは加盟国の特殊な要求に合うように作成された保有情報からの検索を可能にす

るであろう。

ＩＴＵデータベースに保蔵されている情報は特別な同意とＩＴＵの金融規則の規定によっ

Ｉ
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て機械判読可能な形態で，加盟国以外の利用者にも利用の道が開かれている。

Ｊ・関税と貿易に関する一般協定（ＧＡＴＴ）

関税と貿易に関する一般協定は「貿易に対する関税その他の障聡を根本的に縮減し，国際

貿易における差別的取り扱いを解消する目的で，互恵的で相互に有益な収りきめ」を具体化

するために１９４８年初めに発効した。それはもともと，同年ハバナでその計lmiが起草された

国際貿易機関憲章によって代替されるはずであった。しかしながらハバナ憲章が批准されな

かったことから，ＧＡＴＴは国際貿易を規制する唯一の多角的協定となった。国際貿易の

４/５をはるかに越える額がこの規則の下に行われている。

かくしてＧＡＴＴは国際貿易行為の共同規約を銅`定し，関税その｛Ulの貿易障壁を減少，安

定させ，貿易問題に関する協議のための機関となる多角的条約である。協定の重要条項は，

他の全ての加盟国からの輸入にたいする加盟国による最恵国待遇（「締約国団」）の保証で

あり，これにはある厳密に規定された例外だけが許されている。この条項は最恵国規則が妨

害されたり他の障確が関税にとってかわるようなことがないように別の条項によって補強さ

れている｡

ＧＡＴＴの仕'lJは２つの部分に分かれる。一方に，協定の運用に関わる短期的問題があり，

そのlLl｣には締約LIil間の協議や個々の国から他の国に対してなされる苦情が含まれる。これら

の問題は，しばしば調査作業団や委員会の設置を含みⅢそれらによる報告をもとに諸問題が

解決される。他方に，世界貿易の自由化を促進する圧力が維持されている。この種の自由化

を王としておし進めたのは，１９４８年以来６回開かれている関税会議である。そのうち最も

有名なのが１９６４年から67年にかけてのケネディ・ラウンドである。これらの交渉の結

果として関税表が義務づけられた。すなわち関税は常態では増加されてはならないとされ

た。それらは協定に追加され，協定の欠くことのできない部分をなす。ＧＡＴＴの現在の作

業計１町は，多角的貿易交渉である「東京ラウンド」の準備に向けられている。すなわち，そ

れは関税だけでなく貿易に対する非関税障壁をも重視し，対発展途上国向けの貿易障壁に注

意を払っている。多角的貿易交渉の新「東京ラウンド」のための貿易交渉委員会は，１９７３

年１０月にジュネーヴで初会合を．開いた。この会議は実務レベルでの貿易交渉の開始を意味し

た。

ＧＡＴＴはＵＮＣＴＡＤと共同で開発の立ち遅れた国々を援助し，それらの国の生産物の

市場を見出し‘発展させるための国際貿易センターを開設している。

統計課は貿易開発局の貿易'情報部に所属する。１９７３年の統計課の通常予算では専門職６，

Ｙ
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一般職７のポストが与えられている。ここにはコンピューターのプログラマーや秘書職員が

含まれている。

統計課の主たる仕事は次の通りである。

（a）締約国団ないしその付属機関が業務上必要とする統計及び通商政策分野での当面の

問題の研究に必要な背景の統計文書を供給すること。

（b）世界貿易の通常の分析や国際貿易の特定の側面に関係する個別研究のために，事務

局が必要とする統計を供給すること。

に１通商政策に関するＧＡＴＴの活動の枠内で，発展途上国職員を対象になされる国際

貿易統計や関係事項の分野での訓練に援助を与えること。

（｡）国際貿易及び関係事項に関わる方法論や統計標準の問題について，他,の国際機関の

作業に参加すること。

統計課の主要活動の一つとして，詳細な輸入統計を関税データと組合せた関税と，貿易の

データベースを作り上げ，それを維持することがある。基礎的データは各１１《|当局から集めら

れる。他の仕事の場合，事務局は一般に統計を直接収集するのではなく，国家当局が公表す

るデータとか他の国際機関特に国連統計局，国際通貨基金，国連食糧農業機関及び経済協力

開発機構によって集められるデータに依存している。特殊な問題を検討するさいには，上述

の経路で入手できないデータについては加盟国政府に対して直接その提出を求める場合もあ

る。

ヨ
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第Ｈ章国連システム内部の調整

Ａ一般的調整取決め

統計の調整を保証するために用いられる機構や手続きを説明する前に，国連システム内で

調整が行なわれる制度的，法律的な枠ぐみを簡単に紹介しておく必要がある。一般的な説明

は，この章が基礎資料として用いている資料Ｅ／４７４４（Vol．Ⅱ）「調整，計画及び評

価」に与えられている。

憲章は，国連に対して国連システムに属する謡機Ⅶ関の活動を調整する基本的任務を課して

いる。憲章の第一条は，櫛関の目的として，「経済，社会，文化ないし人道主義的性格の国

際問題の解決における国際協力」の達成及び，「これらの共通の目的を実現するさいの諸国

の行動，調整の中心」となることを明記している。憲章の他の関連条項としては，第５７，５８

条及び第６２～６４条があり，それらは「経済，社会，文化，教育，保健及び関係諸分野に広

く国際的責任を有する」専門的政府間機関が国連と関係をもつさいの条件や様式を規定して

おり，また関係国連機関，特に経済社会理事会の調整機能を規定している。

憲章が規定する調整的役割を国連が遂行するために，国連と各専門機関との間に関係協約

が結ばれてきた。これらの協約は，諸機関が多くの場合相互に結んできた協定とともに，国

連システム内の機関間の協力と調整の基礎的，法律的枠ぐみを与えてきた。これらほとんど

の関係協約においては，「提起された課題を達成するため，その基礎的手段のうち適当と思

われる行動をとる」関係機関の権限が，特に承認されている。全てのあるいは大部分の協定

で扱われている他の題目の中には，お互いの会議で相互の代表に資格を与えること,国連の勧

告に関する機関の義務，情報の交換，本部や地域事務局設置の場所についての取決め，共通

の人事政策や手続きの開発，秩序立った統計事業取決め，施設や業務の重複の排除及び共通

の予算や財政の取決めが含まれる。統計事業に関して，ほとんどの協定は同じ形をとってい

る。すなわち，それらは全て，部会毎に，他の権限領域の承認を表明し，また重複を排除

し，統計情報の収集，普及における協力を保証するための行政的手続きを作り上げる必要を

銘記している。

国連システム内の各機関が，各国代表から構成される独自の法的組織と理事会とをもって

ているので，政策調整の必要は国のレベルで発生する。このため，各国政府は通常，様々な
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政府執行機関の個々の代表者の見解を調和させる措置とそれぞれの首都にある国際機関の活

動を調整する措置とをとる必要がある。機関の間での相容れない決定を避けるために国レベ

ルでの政策調整が必要であるという点は，総会と経済社会理事会の両方で随時採択されたい

くつかの決議の主題でもあった。

当初から国レベルでの調整は，政府間機構によって強制されなければならなかった。憲章

の第１３条にうたわれているように，経済・金融委員会（第二委員会）及び社会・人道・文化

委員会（第三委員会）を通して，「総会は，経済的，社会的，文化的，教育的及び保健的分

野において国際協力を促進すること……のために研究を発議し」，さらに第１7条に従い，行

政・予算問題に関する諮問委員会の勧告に基づき，行政・予算委員会（第五委員会）を通し

て，総会専門機関の行政予算の審議に関わる機能を実行する。

統計調整の問題は，経済社会理事会の年次報告に基づき，そして広くは第一次，第二次

「国連開発１０カ年」の統計要求との関連で，しばしば総会，特に第二委員会で審議されてき

た。しかしながら，国連の主要機関のうち,経済社会理事会が調整及び専門機関関連の問題

に最も直接的に関係している。

憲章の下でその調整機能を遂行していくさいに，理事会は調整問題専門のないしは部分的に

調整問題を担当する付属機関にそれを依頼する傾向があった。この傾向は，理事会の機能委

員会及び他の付属機関の活動や指令の調整的側面にますます重点が置かれることを伴ってい

た。特に続計のように，長い間数多くの機関がかみ合う活動を行なってきた分野では，調整

は計画の立案と遂行のあらゆる段階で本質的活動の一部に組み込まれている場合に最も良く

達成されることがわかる。このようにして，理事会の機能委員会は，それらの個々の領域に

おける調整にますます多くの関心を払ってきており，理事会の調整機関は，経済社会理事会

への勧告の作成にあたっては，これら機関の調査結果に依存している。理事会の統計委員会

の調整活動については，後に改めてＢで取り上げる。

全体的政策調整がいくらうまくいっても，国及び政府間レベルでの調整取決めは，必ず

事務局レベルでの適当な機構によって補完，補助されなければならない。関係政府間機関の

政策決定の路囲内で動いている様々な機関の事務局は，いくつかの機関にとって重要な活動

が必要なだけの協力を得，かつ最大の効率をもって計画され，実行されることを保証するべ

き位置にある。

事務局レベルでの主要調整機関は，調整に関する行政委員会（ＡＣＯ）であり，それは国

連事務総長を議長として，専門機関，国際原子力機関及び各種国連計画の執行理事長から構

成されている。ＡＯＣは年２回春と秋に会合を開き，経済社会理事会の夏期会期の直前に短

期の会合をもつ。
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ＡＯＯでの討議事項の準備作業は，ある部分は（各ＡＣＣ会期に先立って召集され，機関

間の特に討議の必要のない日常的問題については，その処理権限が与えられている）ＡＣＯ

の準備委員会によって，執行理事長自身の判断によって，そしてまたある部分はＡＯＯの報

道担当官であり準備委員会議長でもある機関間の問題と調整のための副事務総長と彼の部

下職員によってなされる。

ＡＣＯは，機関にまたがる色々な行政と計画の問題を扱う多くの小委員会を通じて動く。

これらの付属機関の中で最も古いのは，国連と専門諸機関の間の関係協約における特別条項

のテーマともなった行財･政問題，公的情報及び統計を扱う機関である。統計を担当するＡＯＣ

小委員会の活動についてもまた後にＢでふれる。

調整方法についてのこの簡単な論評を終えるに先立ち，上記の諸機関の活動は，国連シス

テムの特別な要求に応えて数年にわたって発展してきた正式のまた非公式の方法，組織的及

びアドホックな方法の網によって補われていることに注目する必要がある。計画や予算案が

関係計画審査機関に提出される前にそれらを事務局間であらかじめ交換することを含む作

業計画についての事前協議取決めに関しても特にふれておかなければならない。計画予算や

長期計画の導入とともに，これらの取決めが特に意味をもってくることが期待される。

活動の適切な統合を保証するためシステム内でなされた進歩が計mji領域によってかなり異

なることもつけ加えておかなければならない。重複の除去がいまなお調整において主な作業

となっている計uni分野もあれば，統計のように，システムの全組織の活動を包括する総合的

作業計画の準備が可能になっている分野もある。行財政の分野ではⅢ業務や施設の管理，給

与や手当の共通体系の管理についての調整や標準化を保証する方法が確立している反面，予

算発表についてはいまのところまだ規格化はほとんどなされていない。従って，手引きのこ

の部のＩ，Ⅱ章で引用した統計の調整のための支出推定額も規格化された値ではない。

Ｂ統計活動の調整

統計委員会は，当初から国連システム内部だけでなく，他の国際機関との関連でも，国際

統計活動のための調整において重要な役割を演じてきた。

統計委員会は，その準Olli委員会で，国際統計が「集権」かあるいは「分権」かを考察し，

次のような結論に到達した。

「委員会は意見としてこれらの両極端よりも現実的で妥当な中間的見地をとった。その勧

告は，原則において妥当であり全ての関係団体に受け容れられると信じうる次の３つの前提

を基礎にしている。
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ｌａ１可能かつ実行できうる限り，国迎と専門機関の間の統計関係はり負担する義務と受

ける便益に関して互恵的でなければならない。

（b）専門機関は，それぞれの岡有の機能として統計の収樂と使用に対する権利と義務を

保持しなければならない。

（ｃｌ１Ｍ連事務局は，調整をふくむそのような統計上の義務や機能を，国連憲章の下で，

専門機関の中心の位置にあるものとして，自らのものと考えなければならない。（'６１

同じ会期に，委員会は，「専''１]機関の聞及び専門機関と国連の間において，全ての統計活

動に関して効果的な作業関係のための健全で公正な基礎を樹立する」''７１ための特別勧告

を行なった。これらの勧告は，｜｣』連が専門機関との間に締結した統計活動に関する条文の下

倣きとなっている。例えば国連とＩＬＯの間の協定は以下の通りである。

「l国際連合とＩＬＯとは統計情報の収集，分析，公表及び普及に関する各自の活動

において妓大限の協力，両者の間のすべての望ましからざるWr複の除去及びその技術職員

の最も有効な利用のために努力することに同意する。国際連合とＩＬＯとは統計情報の岐

大可能な有用性と利用とを確保すること，またかかる情報の収集先である各国政府及びそ

の他の機関に課せられる負担を軽(減することにおいて，その努力を結合することに同意す

る。

２．ＩＬＯは国際連合を，lIil際的諸機関の一般的目的に役立つ統計の収集，分析,刊行，

標準化及び改善のための中央機関として認める。

３．国際連合はＩＬＯをその固有の範囲内における統計の収集，分析，刊行，標準化及

び改善のための適当な機関として認める。これは国連自体の目的にとって又は全世界にわ

たる統計の改善にとって必要な場合に囚迎がそれらの統計に関与する権利を阻害しないも

のとして認めるものである。

４．国際連合は，国際連合とこれに関係する諸機関との間に有効な統計的協力を確保す

る管理的手段と手続とを発達させなければならない。

５．統計情報の収集については，国際連合又は専門機関のいずれかが，他方の入手でき

る情報又は資料を利用することが可能な場合には，これを重複させないことが望ましいと

認められる。

６－般的に利用される統計情報の収集を集中させるため，次のことに同意されている。

基本的統計系列あるいは特別報告におりこむためＩＬＯに提出されるデータは，できる限

り，国連にとっても利用可能でなければならない。

統計委員会の準備会期の次の２つの勧告は，国連と専門機関の間の協定の中にもりこまれ

はしなかったが次のことを強調している。

『
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「この協定にうたわれている協力取決めの実施を助けるために，国連は，自らの各統計

活動の代表者名とこの協定を締結した全ての専門機関の統計部の代表とから構成される統

計調整委員会を設立することに同意した。上記の委員会では，国連の代表は職務上その議

長を引き受ける」。

「国連の統計委員会と専門機関が設置した全ての統計委員会（ＯｏｍｍｉｓｓｉｏｎｏｒＯｏｍｍ－

ｉｔｔｅｅ）が，個々の協議事項となる議題に関して，相互に情報交換することが合意されてい

る。ある委員会が他の委員会の協議事項となっている議題に関心を表明したときは，後者は

この種の議題の討議に票決権なしで参加するよう前者を招待しなければならない」。('３

統計委員会は，広く国際統計の発展を定期的に審議してきた。このような審議が特に広範

に行なわれるようになってきたのは１９６０年代半ば以降である。統計委員会はその第13会期

（１９６５）で，過去３年間の国際統計の発展をまとめた報告を討議した。国際統計の概観，

１９６２～１９６４年（Ｂ／ＯＮ、３／３１１）と題されたこの報告は，この討議に資料を提供し

てきた統計関係機関の統計活動をふくんでいる。

委員会は同じ会期で，国際統計業務を担当している他の機関と共同で国連事務局が準備し

た『国際統計５ヵ年計画」（Ｅ／ＯＮ，３／３３６）という報告を考察した。この報告は，「国

連とその専門機関の統計において，腫々の主題に対する重点のおき方と地域的活動との両方

に関して，種々の計画の間に適当な均衡をとる必要性」ｌｌ９１が討議された第12会期での委員

会の求めに応じて用意されたものである。委員会は，「地域統計機関を含む統計機関に対し

て，できる限り詳細に……少くとも５年先までの活動計Wili，そして恐らくより一般的な期間

としては向う’0ヵ年にわたる計画を立てるように求めることが望ましい」(201と決定してい

た。

委員会は，国際統計計画の全体的な検討をはじめて可能にしたこの報告の情報を歓迎し

た。しかしながら，委員会は今後の会期のために，「関係機関の事務局による計画実行に必

要な資金並びに実行の時期と方法，さらには各機関の状況の変化の中でそれらを実行する可

能性に関して，より多くの情報がその全期間にわたって用意されなければならない」Cl）こ

とを討議した。

統計委員会は，第14会期（１９６６年）で，次のような希望を表明した。「（調整努力に）

かかわりをもつ諸機関の業務の統合は，５年間にわたっての機関の問での分担作業によって

まとめられた計画を達成するためにも着実に拡大されよう。計画がその優先順位を指示し，

技術的見地並びに利用可能資金の枠との関連で計画の実行可能性を示すこともまた望ましい

ことである。計画のさらに詳細な規定が必要であり，個々の計画の主要目的についてより明

確な説明が与えられるべきと思われる」。(2２
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統計委員会は，１９６８年の第15会期で次のとうり考えた。「長期にわたる統計計画は，例

えそれが試案的なものであるとしても，国連事務局及び諸機関自身にとって重要な意味をも

ち，国際統計の発展のための調整された計画にとっては不可欠のものである。委員会が考え

ている，より長期的な接近の必要性だけでなく，一般に高度の行政を行なうという経済社

会理事会の意Ibjをも念頭において，委員会は，この理事会の計画調整委員会に対し国連事務

局を含む全機関の統計作業計画の立案問題について討議の再開を要;i'』すべきと考えた」。C3１

１９６８年５月に理事会は，統計委員会の第15会期が勧告した決議１３０６（ＸＬＩＶ）を採

択した。理事会は事務総長に対して，「長期計画に基礎をおく国際統計の統合，調整計画の

発展を保証する取決めの促進」及び「国連や専門機関の代表と統計委員会の作業グループの

間の合同会議を組織すること」を要請した。作業グループは，「（国際統計の）統合計画の

作成においてと，必要な調整をそれが最も欠けている分野に保証することにおいてなされた

進歩について」統計委員会に報告することになっている。

統計委員会は，第17会期（１９７０年）で，「はじめて国際統計計画に関する文書（E/CＮ

３／３９３）が，国連統計局と専門機関の統計部とによって用意された公式の合同報告として，

委員会に提出されたことを歓迎した」。124）委員会は，「国際統計計画についての討議の主

たる目的が，２年から５年にわたっての計画を評価し，それに助言を与えることにある点に

同意した……。委員会はⅢこれらの中期計画を検討するさいに臓極的役割を演じることがで

きるし，また猿じなければならないと考えた」。２５１「関係機関の統計部の代表者は，自ら

の機関が，個々の計lpi要素に必要とされる資金の見積りを含め，国際統計５カ年計画の作成

のために適当な資料の供給に全面的に協力を続けることを委員会に約束した。彼らは，長期

計画に関する委員会の審議，評価及び助言が自己の機関内部での統計計画の作成や討議を助

け，促進すると確信した」。ＣＯ委員会は，国際統計計画が第'7会期で優先的に取り上げな

ければならない議題であると考えた。

１９７１年５月に経済社会理事会は，統計作業の調整に関する決議１５６６(L）を採択した。

理事会は，「この点での統計委員会と経済社会局の作業の究極の目的は国連システムの組織

や機関による国際統計の収集，データ加工及び普及における統合システムを実現するべきで

あり，これは発展途上国の要求を考慮し，特に第二次（国連開発]Ｏカイド）の政策措置や

課題との関連で，経済や社会の発展を検討，評価する必要'性を特別に霧臆したものであるべ

き」と考えた。

委員会は第17会期（１９７２年）で，国連統計局が専門機関の協力を得て準備した『国際統

計計画，１９７３～１９７７』（Ｅ／ＯＮ、３／４２１及び付録ｌ）という報告を検討し，報告の

準備に参加した全ての機関の努力に対する謝意と国際統計活動の調整や統合において達成ざ

，
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れ土著しい前進に対して満足を表明した。

委員会は，統合５カ年計画の遂行についての評価が必要であると考え，このため’９７４年

の第18会期にむけて準備される文書には第17会期で採択された計画の実施状況に関する情報

が盛り込まれなければならないとした。委員会は，将来の計画と既に実行に移されたそれら

との比較を容易にするため，今後の報告には資金配分の情報を表の形で入れる必要がある

と考えた。

委員会は，国際統計の発展に関する情報を個々の国に伝達する正規の手段を機関の間に作

り上げる必要を認めた。国際復興開発銀行との協議によって国連統計局が作成した詳細な提

言は，１９７３年４月の調整に関する管理委員会によって承認され，諸機関にまたがる国際統

計紀要（InternationalＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＲｅｐｏｒｔｅｒ（ＩＳＲ））についての計lHiが作成さ

れた。統計局が編集の中心となり，銀行が印刷とＩＳＲの英語版，フランス語版を担当し，

最初の２号については試験的に米川統計協会がスペイン語版を用意することになっている。

統計活動の調整をさらに推進するために，経済社会理事会の決議１３０６（ＸＬＩＶ）に従

って統計委員会の国際統計計l11Tiと調整に関する作業グループが設置された。作業グループの

最初の会合は，１９６９年３月にジュネーヴで開かれた。

統計委員会はその第17会期で，委員会の第16会期の討議及び国際統計活動の調鞭に関する

理事会決議１５６６（Ｌ）により，作業グループの付託条項を次のように修正した。

委員会は，作業グループの付託条項が以下の通りであることを承認した。

｜i）国連システムの統計計画の政策，調整及び優先順位の問題を取り扱うこと。

Ⅱi）統計委員会が２年毎の会議の間に国連統計局や専門機関の統計部の作業との接触を

維持できるような手段を作成すること。

（iii）データバンクを合め，経済社会統計を電子的にデータ処理するための組織，政策，

取決め及び優先順位という国連家族に関わる今日的問題を検討すること。

（iv）第二次「国連開発１０カ年」の間の検討や評価にとって必要とされる統計に関する諸

問題を考察すること」。ｃ、

委員会は，第二次「国連開発１０カ年」からの統計要求を特に重視して作業グループの人的

構成を審議した。

「この作業グループは，次の構成をとるべきことが捉案された。すなわち委員会の局員で

ある議長と２名の副議長と広報担当官，国連予算の２大供出国からの委員会代表，もしアジ

ア極東経済委員会，ラテンアメリカ経済委員会，アフリカ経済委員会が局に代表を派遣して

－'田
いなければ，これら発展途上国の各経済委員会委員の中からの代表１名」。

統計委員会と作業グループの仕事に加えて，他の国際的作業の分野と同様に，機関間の協
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力や調整の大きな部分は関係事務局職員間の非公式交渉によっている。これらの非公式な方

法は，安上りで，時間が節約でき，大変弾力的であり，２，３の機関だけがこの作業に関係

しているとか，それが高度に技術的性格のものである場合には特に有効である。非公式交渉

は有益ではあるが，さらに組織的な手続によって補足，補強されなければならない。このた

め，国連システム内の諸機関の上級統計職員は，密接に関連した分野で遂行されている活動

やその他の共通の問題を検討するために，他の機関の同僚たちと共通の時間をすごす必要が

ある。調整に関する管理委員会（ＡＣＯ）の活動はこの点との関連で検討されるべきであ

る。

既に述べたように，ＡＧＣは多くの小委員会をもっており，統計活動に関する小委員会は

その－つである。１９４８年にＡＣＯは統計問題に関する諮問委員会を設立し，これは１９６０

年に機能を停止した。第14会期（１９６５年１０月）でＡＣＯは，組織間の上級統計職員のアド

ホックな会合を１９６６年夏に開くことを勧告した。これは１９６６年７月に開かれた。機関間

の様々な調整方法についての十分な討議ののち，常設のＡＯＣ機関の一部として，統計活動

に関する調整委員会の再建の必要性が決定された。第４３会期（１９６７年４月）でＡＣＣは

統計活動に関する小委員会をﾊﾘ設した。そのメンバーは，国連統計局と専'１'１機関及び諸計画

の統計部門からの代表者からｲﾙ成されている。新しい小委員会の第一会ﾉﾘ|は，１９６７年７月

１０日から１３１]にかけてローマで開かれた。小委員会は２つの重点課題をもっている。第一

は統計の調整問題の討議であり，第二は，統計委員会によって承認されるようにⅢ作業計画

との関連で統計委員会に対して報告を準備することである。小委員会の会合に関する報告は．

その準備委員会を通してＡＯＣによって受理される。会合の結論及びそれについてＡＯＣが

とる行動は，ＡＣＯの年次報告の中で経済社会理事会に報告される。

小委員会の活動は，反復的に行われる計画と－度限りのアドホックな計画とに大別するこ

とができる。反復的計画の例としては，統計委員会の討議のために準備される国際統計計画

及び統計における国際技術援助についての包括的報告がある。

小委員会のアドホックな計画の一例としては，この国際統計の手引きがある。これは国連

統計局が作成したものではあるが，国連システム内の主要統計部局による共同の努力の結晶

である。
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第ＩＶ章統計における技術援助

国連の統計委員会および統計局の付託条項は，国家統計の発展をうながすことの重要Ｉ性を

明確にうたっている｡国連への発展途上国からの加盟国数が増大するとともに，特にそれら

諸国で統計に対する需要が増大したこともあって，国家統計の発展が重視されるにいたっ

た。これは，統計における技術援助活動を増加させた。

経済社会理事会は，その決議１５６６（Ｌ）において，国連事務総長に対して，国連システ

ムの諸機関と次の点で要請した。

（a）「発展途１－国が開発計画のためにそして経済的社会的発展を評価するための基礎と

して，統計制度を強化することを援助するよう共同して活動すること」

（b）「経済社会理事会の第52会期に対して次の点に関する報告を提出すること。すなわ

ち国連システムの諸機関が発展途上国に対して現在行なっている技術援助について，さら

に第２次国連開発'0カ年における要求に対応して発展途上国の統計事業を改善するために

企画されている諸処置とについて」

さらに，１９７０年に総会が採択した国際開発戦略は，計画の策定と諸手段に関して次の諸

課題を説明している，すなわち

「発展途上諸国は，この１０カ年間に,国家の開発計画をつくり実施するために，統計事業

をふくめて適切な計画機構を設立し強化する。.…必要なところでは，その計画業務を遂行す

るうえで，国際的な援助を求める」。(291

国際統計における技術援助の重要1性にかんがみて，この章では国連システムが提供する援

助についてのいくつかの情報を示す。

国連家族の現行の技術援助活動は統計の主要な分野のすべてにわたっている。その活動は，

国連家族の諸機関の問で，各機関のそれぞれの責任分野に対応して分業化されている。

例えば，労働統計における援助は国際労働櫛関が，農林水産統計における援助は国連食糧農

業機関が提供するし，国民勘定’工業，外国貿易，商業，価格Ⅲ環境，社会，人口統計にお

ける援助は国連が提供する。

国家の統計制度と活動を計画し,組織化し，管理するうえでの援助は，基本的には国連が

提供するのであるが，各専門機関もまた，それぞれの責任分野についての援助を提供する。

サンプリングの利用も’国連家族のいくつかの機関からの援助をうけることのできるもう＿
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つの分野である。代表的には，ある特定の統計分野へのサンプリング法の適用に際しては，

その分野に責任をもつ機関が援助を提供する。国連の場合には，責任を負っている特定の問

題分野だけでなく，標本の設計，収集そして推定という全般的な見地からも援助が提供され

る。

通常，個々の技術援助計１１mは，単一の統計分野内にむけられ，国連システムの－機関が実

施する。適当な場合には，システムの他の構成機関もまた援助にtlUわる。例えば，広い範囲

の問題を扱う統計機関と共同することもある。

統計の技術援助が提供される仕方は似ているのであるが，種々の形態の援助のうちいずれ

かが重視されるのかは，国連家族の構成機関の間でちがいがある。

統計における技術援助の主な形態は次のとおりである。

（a）助言活動

（i）専門家

（in地域的及び国際的顧問

（b）訓練

（i）国際統計訓練センター

（in訓練や実測への協力

（iii）国際機関の本部あるいは地域事務所での諸計画

（Ⅳ）アドホック訓練コース，研究講習会やセミナー

（c）設備の供給

（d）技術的指導

（i）国際的な指針，技術的手引書や他の記録の準備，公表，応用

（ii）作業グループや他の技術的会合

（ｅｌ計画の策定，維持，評価

（n国，地域そして国際的な要請の評価

（ii）技術援助にあたる専門家の補充と技術的管理の面での援助

（iii）統計における技術援助計画履行の検討と結果の評価

（iⅥ資金的要請の計画の検討

一般的には，最初の二つの形態の技術援助が多く承認されている。専１１１家の仕事と訓練活

動とは，手引書や国際標準や技術的会合の形で与えられる技術援助よりも目に見えるもので

ある。国や地域的ならびに国際的専門家や’訓練機関が，その業務において作る統計の指針

やその他の資料の重要な用途はしばしば見過されている。技術援助を計画し，維持し，評価

することに関して国際機関の統計部門が行っている事業についてはさらに認識がうすい。

-３０－



専門家の仕事や統計家を訓練することは明らかに大変重要であるが，一方で，方法論的な

作業や援助と計画活動の果す役割も過少評価すべきでない。

Ａ国連の活動

国連システムの諸機関が行う技術援助活動の種類を説明するために，国連のそれを以下に

述べよう。

国連が発展途上国に対して行う技術援助のうち最も重要なことの一つは，統計職員の訓練

である。国連は中級レベルと最上級の職員を訓練するためにいくつかの研修所をつくってい

る。すなわち次のものである。東アフリカ訓練センター（ダルエス・サラーム），統計・応

用経済学研修所（カンパラ），統計研修所（ヤウンデ），国立統計・応用経済学研修所（ラ

バト），アジア統計研修所（東京）。国連はこの分野での活動を！とくに発展途上国のうち

でも最も遅れている国の要請を考慮して，拡大しつづけている。近東における統計の研究と

訓練のための地域研修所が，バクダッドに，創設されようとしている。第１段階では１９７３

年４月からＦＡＯが履行し，第Ⅱ段階は国連が１９７５年末前から担当することになるようで

ある。国家統計局や上に述べたようなその他の国家的及び国際的なセンターにおける訓練や

実測に対してフエローシップが提ULされる。これらの諸llilからの研修員の研修要請は，統計

の発達が低水準であることを反映している。そして研修を許可されたものには，数学と経済

学の特別な予備課程が開設されている。研修所はその便益がそれらの国ぐにで現に作業して

いる統計家たちにも及びうるように,その地域において発展の最も遅れた国で，課程を開設す

るための特別な努力をはらっている。

技術援助活動の一つの重要な部分は，地域的およびI1il際的なセミナーや研究講習会等であ

る。例えば，１９７３年10月３日から１２日にかけて，カナダのオタワで開かれた統計組織につ

いての国際セミナーは，第２次国連開発１０カ年の諸要求に見合うよう，発展途上国における

統計活動を強化するための方法と手段とを討論するために催された。このセミナーへは約２５

の発展途上国からの参加があった。

もう一つの技術援助活動はアフリカ・センサス計画である。発展途上国のうちでも発展の

最も遅れたいくつかの国が参川Ｉしているとの計画に関しては大きな努力が払われている。開

発諸計画の基礎となる，信頼すべき人□統計を作るという見地から，センサスの作業を指導

することに専門家の援助があてられている。この援助は，センサスに関連するいくつかの統

計分野の地域顧問および国の顧問という形をとっている。資金は設備の購入のために提供さ

れる。サハラ諸国におけるセンサスの実施を保障するために特別な努力がとの計画にはふく
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まれている。

アフリカ・センサス計画と深く関連するものとして，アフリカの継続世帯調査の計画があ

る。この計画は基本的な人口のデータをより効果的に解釈し利用するための手段を用意する

という点で，論理的にはアフリカセンサス計画の事後的検討になると思われる。世帯調査計

画は，アフリカ諸国の世帯セクターについての`情報が,なおこの地域の統計における大きな空

白の一つであることから計画された。人々の福利の改善は基本的な開発目的の一つであるの

で，世帯についての充分な情報が必要であることは明らかである｡大きな見地からは，この計

画は，個々の国において継続しうる基礎にたって，世帯調査を遂行する能力を開発すること

を狙っている。これと関連して，住宅調査の方法〆組織，内容についての作業グループが

１９７４年１２月２日，アジスアベバに招集され,この計画の技術的，実際的な調整をより詳し

く定式化した。

国連の技術援助計画によって，発展途上諸国の統計活動の発展のために専門家の活動や技

術指導が用意されている。とくに人□統計Ⅲデータ処理，全般的統計，統計活動の組織化，

訓練，国民勘定，サンプリング，工業および商業統計の分野においてそうである。

イラン，インドネシア，マレーシア，バングラディシュには大規模な統計プロジェクトがあ

り，各国とも，国家統計計画を遂行するために２人ないし12人の専門家の参加をえているこ

とに特にふれておこう。

国際的な顧問，地域顧問そして国の専門家は，発展途上国のうち最もたちおくれた国につ

いて次の諸点に特別の注意を払うよう要求されている，すなわち（１）第二次国連開発１０カ年

における開発についてと，国全体の開発計画に統計開発計画がとり入れられている程度とを

評価するために，利用できるデータの空白と不足の目録を準備すること，（２）世帯からのデ

ータを体系的に収集するための調査計画の策定と，（多部門にわたる基礎のうえに組織され

た）恒久的な調査組織の樹立，（３）コンピューター需要とコンピューター実践，（４）その国

の職員を補充し保持するための国の統計活動の必要，(5)国民勘定と他の諸目的のために必

要とされる計画の策定と基本的統計の収集。

Ｂ機関の間での調整

技術援助活動についての論議は，この分野における調整のための努力について簡単にふれ

なければ完全ではなかろう。統計委員会はその第17会期において，ＢＯＩ事務総長の報告Cl)の

ための資料を用意するにあたり国連統計局の払った努力と専門機関の統計サービスを歓迎し

た。この報告は，統計における技術援助に関して，現状のより詳細な論評とともに，とれま
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での傾向と将来ありうる方向とを要約したものである。

第２次国運開発10カ年の要求と，国連システムにおいて所与である現在の計画上ならびに

資金上の調整とに対応するように，統計において十分かつ効率的な技術的援助を用意するに

は，統計における技術援助活動についてよりよい調整と統合とをはかることが重要と考えら

れる。国際統計の計画ならびに調整に関する統計委員会の作業グループは，その第４回会議

（１９７２年６月２１～２３日）で,各国政府が次のような国家計画，すなわち，計画のつど要

請を出すのではなしに，３年ないし５年の期間にわたっての優先的必要をふくめて調整した

一連の要請を示している計画，を採用すべきことを指摘した。ここでは技術援助計画の決定

過程は分権的にされたのである。

この点からみて，統計委員会が，統計開発に関する問題について経済社会理事会に助言す

るという役割を有効に果すためには，たとえば５年間にわたっての統計における技術援助の

全体的傾向をふくんだ,その時々の総括的報告書を準備することが今や必要となった。

統計委員会は，事務総長に対して，彼が国連家族の構成機関による統計の技術援助の総合

的５カ年計画を，専門機関と協力して，定めるよう要求することに同意した。

統計委員会は，当面する作業の狙いは，統計における技術援助活動の計画および実施の調

整を助けることであり，これに委員会とその作業部会がかかわりあうことは，各機関の所管

分野内での責任を損うものではないことを強調した。

統計の技術援助の総合計画は，助言活動，訓練，設備供与，技術指導，計画の策定，保綿

評価という技術援助のあらゆる主要な形態をふくむべきと統計委員会は考えたし，統計活動

についてのＡＣＯ小委員会もその第７回会議（１９７３年）でこれに賛成した。さらにその総

合計画は１９７０年から１９７４年にかけてり統計の技術援助にあてられた資金総額についての

情報を用意するとともに，今後５年間（１９７５年～１９７９年）にわたるものである。そこに

は国連システムにおいてそのような目的に使用可能なあらゆる資金源，すなわち，通常予算

計画，ユニセフ，ＵＮＤＰ，ＵＮＦＰＡ，信託基金等，から資金をうける援助活動がふくめ

られるであろう。これらの諸準備に対応して，関連する諸機関の統計活動が，「統計におけ

る（１９７５年から１９７９年にかけての）国際技術援助」（Ｅ／ＯＮ、３／４６６）と題した詳

細報告書に示された。

この報告に集められた資料は関連諸機関が提供し，そして統計活動についてのＡＣＯ小委

員会の第８回会議（１９７４年）において諸機関の統計局長たちが検討したものである。小委員

会は，総合的な情報を収集し準備したことは，この分野においての統計委員会の要求にそう

大変意義のある新たな努力であったと考えた。この仕事は，困難なものではあるが，その結

果がこの機関の諸計画の詳細な見地に対しての価値ある洞察を用意した点で有意義なもので
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あると考えられる。

小委員会は，この事項についての関連諸機関からの報告に関して，より大きな統一性をう

ろために必要な一連の合意を，今後２ないし３年にわたって発展させることが必要であると

考えた。資金とその利用についてのより正確なデータを用意するには，国連の諸機関にある

基本的な費用記録システムを再検討する必要があることが認められた。諸機関の予算，会計，

計画の手続きにおけるそういった変更についての同意をえ，そしてそれらの変更を実施する

にはしばらく時間を要するので，統計家自身が到達している理解にもとづいて推定値を用意

することが，委員会の要求を満足させる唯一の手短かな方法と思われる。

Ｃ最近の傾向と支出

統計における技術援助活動の資金供給についての報告「統計における国際技術援助,１９７５

年～１９７９年」からのデータが表１に示されている。

表１統計における技術援助の総支出額の推定(a）

１００万ＵＳドル対前年変化率陶1970年＝1001974年＝100年

０
７
８
９
２
６
５
４
８
８

０
１
４
０
３
６
７
９
０
１

１
１
１
２
２
２
２
２
３
３

３
０
４
０
０
５
９
６
２
７

４
５
６
９
０
１
１
２
３
３

１
１
１
１
１
１

１９７０

１９７１

１９７２

１９７３

１９７４

１９７５

１９７６

１９７７

１９７８

１９７９

５
６
６
６
１
３
９
１
０
７

口
Ｃ
Ｏ
●
●
●
●
●
●
■

６
７
９
３
５
７
７
９
０
０

１
１
１
１
１
２
２

７
６
２
１
５
３
７
５
４

１
２
４
１
１

(a）との表に示されている統計資料は，国連，ＩＬＯ，ＦＡＯ，ＵＮＥＳＯＯと

ＷＨＯ（すべての資金源）の提出物にもとづく

これらの数字は関連諸機関が提供したものであり，その点で，このデータを利用するには

一定'の限界がある。まず第一に,この推定値の多くはかなり不確かなものである。とりわけ，
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これらの推定値は，１９７５年から１９７９年の間における援助目的の資金の利用可能性につい

てと，諸国における正確な要求と優先順（とくに，諸国が自国の計画書に統計計画をどの程

度もりこんでいるのか）についての限られた知識にもとづいて作成された。これらの推定値

はまた，諸機関の過去の経験と中期，長期の計画を用いて得られる将来の傾向の予想にもと

づいており，そして援助目的への資金の利用可能'性についての判断をふくんだものである。

もう一つの問題は，「技術援助」という語の範囲と解釈について，である。ある活動は，い

くつかの機関ではそれ自体技術援助活動とみなされるが，他の機関においては，正規の作業

的，分析的業務の中にふくまれる。また，多くの場合，統計における技術援助は，独立して

認定されたり測定されえないものである。というのはそれが他の，より広い援助の一部であ

るからである。

それにもかかわらず，ここであげられている総額は，諸機関の間では必ずしも比較しえな

いとはいえ，全体の総額とその大まかな変化を示す点で有益である。

１９７２年の統計委員会の第17会期において，統計における技術援助に利用可能な数字がか

なりの注目をひいた。とくに，１９７０年にこの目的のためになされた契約が前年と比較して

減少したためである。これと対照的に，１９７１年から１９７４年の時期について利用可能な資

料は，ドル時価で，かなりの哨大を示している。１９７４年についての推定の水準は１９７０年

のそれよりも１３１％商い。しかし実質額での増大はかなり低い。

表１に示されている増加は歓迎すべきことではあるが，この表はまた’９７３年以後の推

定支出額が平準化していることを示している。これは各年の対前年水準比較での推定年増大

率を示す欄をみれば大変良くわかる。物価変動によって，実質額の変化は表に示されている

ものとはわなりちがったものになり，実際には実質額での減少が殆んどの年に起こりうるか

もしれない。

１９７１年と１９７２年の援助活動が相対的に低水準であったため，表ｌの最初の５年間

（１９７０年～１９７４年）の推定総額は，次の５年間（１９７５年～１９７９年）に計画されてい

る支出総額9,500万ドルと比較して５３００万ドル少ない。ここでもまた，実質額の増大額は

もっと小さいと思われる。

表２に示したデータは，特別な財源でまかなわれた人口統計への援助の最近の増加とシェ

アについての適当な推定値を用意している。これらの数字は，人口活動のための国連基金

（ＵＮＦＰＡ）からの利用可能な資金の大きな増大を反映して，人口統計とその他すべての

統計との間に生じる大きな不均衡を示し，一方でその他の統計への出資は事実上変っていな

いことを示す。

１９７０年にはＵＮＦＰＡは技術援助資金全体の約３パーセントを，専門家，地域顧問，フ
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エローシップ，セミナー，設備，地方的費用や雑費のために用意した。１９７４年までにこの

数字はすべての財源からの技術援助活動資金の約3'パーセントに達した。現在利用できる情

報によれば，このアンバランスは１９７９年まで続くと考えられる。

表２ＵＮＦＰＡ資金の増加と割合の推定la）

年 １００万ＵＳドル

３
５
０
６
１
６
５
５
４
４
９
５

１
２
３
３
３
３
３
３
１
３

１６１

２
４
０
５
７
３
３
７
８
０
９

Ｃ
の
●
■
●
●
●
０
■
０
０

０
０
１
３
４
６
６
６
６
７
９

１９７０

１９７１

１９７２

１９７３

１９７４

１９７５

１９７６

１９７７

１９７８

１９７９

１９７０－１９７４

１９７５－１９７９ ３３．１

(a）ＵＮＦＰＡ資金についてのこの表の推定値は国連とＩＬＯの推定値だ

けにもとづいている。他方，総支出額の推定値は国連，ＩＬＯ，ＵＮＢ

ＳＣＯとＷＨＯについての推定値からひきだした。

(b）１９７０年から１９７４年までの数字は，まるめているために１９７０年か

ら７４年の小計と一致しない。

ここでは，国連機関のシステムが提供する統計における技術援助は，発展途上諸国が利用

可能な援助のすべてを示してはいないということに留意しておくことが必要である。いくつ

かの国連外部の機関もまたこの点では大変重要であり，またいくつかの国は，発展途上諸国

に対して，統計へのかなりの援助を双務的なベースのうえで提供している。

Ｄ援助を獲得するための手続き
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国連開発計画（ＵＮＤＰ）とは，発展途上国に対する巾の広い,投資前の活動や技術援助に援

助資金投資をふりむける機関である。ＵＮＤＰの援助を得たい各国は，国連の顧門の!たすけ

と，ＵＮＤＰの承認を得て,この援助の用途を決定しそして「国家計画」として知られる総括的

な計画方法の枠内でその国にとってより緊急な必要に見合うと期待される特定のプロジェク

トを提案する。各国が受けとると期待できる援助の大きさ（国|家計画策定に必須のデータ）

についての考え方を提供するために，ＵＮＤＰの理事会は，援助されるべき各国ごとに計画

指数（ＩＰＦ）を策定している。これは，５年にわたってこのＵＮＤＰの資金源からの使用

可能な貨幣量についての予測である。

国家計画諸機関によって通常遂行される国家計画の策定にあたっては，国の開発目標の優

先順位，この計画プラン自体がそれら諸目標をみたすために行うこと，ＩＰＦの割当て，他

のあらゆる外国の資金源から期待される援助，このプロジェクトへの地域的参加として

ＵＮＤＰの要求で国家予算から調達される資金の大きさ，が考慮される。これら諸要因を注

意深く検討すれば’ＵＮＤＰの援助を最も必要とする経済および社会分野と，これらの必要

に最も合致しうる計画の種類とを特定することが可能となる。

その国がこのようにして選んだプロジェクトは，理事会に対しての付託者であるＵＮＤＰ

の駐在代表員に送られる。ＵＮＤＰの地域分野の職員の首脳であり，国連システムのチーム

の指導者としての駐在代表員は，地域の計画当局とＵＮＤＰあるいは執行機関との間の主た

る連絡官として行動する。彼らは，ＵＮＤＰから援助をうけた活動ができうるかぎり効果的

に計画され遂行されているかどうかを検査する責任をもつ。つまり彼らは計画策定から，そ

の追跡にいたるすべての活動の企画を補助し，要員と諸設備の最良の形での利用を保証する

ことに責任をもっている。ＵＮＤＰの駐在代表員はその国が提案した計画をＵＮＤＰに手渡

す。ＵＮＤＰの予備的な検討ののちに，このプロジェクトは最終的な承認をうるために理事

会に提出される。

承認されたばあいには，このプロジェクトは実行に移されなければならない。それぞれそ

の専門分野において自らの経験を有している国連システムの１７の国際機関は，発展途上諸

国を，この計画に支えられたプロジェクトの殆んどすべての現場作業の遂行の際に助ける。

ＵＮＤＰは，当該の発展途上国の政府との協議の下に，計画によって援助された各プロジェ

クトをどの機関が実施するのかを決める。一方で－つの機関はつねに一つの与えられたプロ

ジェクトについて責任を負っているが，関連する現場作業の遂行においてはしばしば二つ以

上の機関が協力することもある。

一つのプロジェクトの実施に参加するとき，それら諸機関は二つの重要な機能を遂行する。

それらはそれぞれの専門領域において情報と専門技術を提供し，現場作業の責任を果たす
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ために，国際的専門家を補充し，設備の購入を準備し，契約者と顧問企業のサービスを確保

し，このプロジェクトの遂行を監視する。

ＵＮＤＰからの技術援助への公式的な要請は，その国の計画の枠内で，また各国に割当て

られている計画指数（ＩＰＦ）の範囲内で行うべきことを想い起こすべきである。その国の計

画作成に責任を負う国家の機関（多くの場合計画省）は，通常ＵＮＤＰの理事会にむけて賛

成をうろために委託したことに関して，ＵＮＤＰの駐在代表員に対して政府に代わって要求

を伝えることに全体としての責任を負っている。したがって統計機関や他の政府機関は，そ

れらの諸機関を通じて技術援助の新しいプロジェクトを要請しなければならないし，通常，

国の統計家たちは，彼らが技術援助を必要とするそのプロジェクトの重要性を，自国の政府

（そしてとくに計画省）にまず印象づけなければならないことになる。

各国についての計画指数がＵＮＤＰによって定められるので，国の内部で，援助を要請し

ている種々の部局に割当てられる配分額は，国の責任機関によって大部分決定されなければ

ならない。必要額はふつうＩＰＦの下で使用可能な資金をこえるから，いくつかのプロジェ

クトは削減されたり，延期されたり，とりやめにされたりもする。

最終的な選定までこれらのプロジェクトを保持するためには，国の統計機関は，それら援

助計1iji案の悶家的意義についてnJ能なかぎり確信をもっていることが必要である。これと関

連して，統計発展のために３年あるいは５年計画（技術援助を必要とした諸要因について，

言及することをふくめて）を用意すること，この統計計画を国の全般的計画に統合している

ことが大きな助けとなる。統計計画は効率的な管理にとって重要であるのみならず，技術援助

への諸要求を討議するための基礎となる。例えば工業あるいは農業の生産統計の分野におい

て専門家のサービスを１９７６年に求めるときには，このプロジェクトは１９７８年における国

民勘定体系改訂のための前提条件でありⅢその改訂は国家計I11iiにおいて政府の承認をえてい

ること，その内容は統計５カ年計lihiにより詳しく描かれていることを指摘することが大変有

効である。

また，その国の要求をＵＮＤＰの駐在代表員に提出するときには，その国の計画の策定に

責任を負う機関が用いているのと同じ形式に従って，その要求を案出することが，国の統計

機関にとっては有効である。この計lIhiの長期の利益，国家統計局の他の目的への部分的参加

やそれとのつながりを示すことはすべて大きな助けとなる。それらの必要の定式化において

は，統計機関は国連の国際あるいは地域顧問からの助言をうけることができる。これらの顧

問はＵＮＤＰの手続きを知っており，諸要求を準備し定式化する際に助けとなりうる。しか

しながら，彼らの主たる機能は，彼らが特別な熟練を有している特定領域において助言を行

なうことである。彼らは種々の発展途上国において習得した知識と経験とによっては，ある
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特定の問題が生じたときに，諸国を指導することが可能である。通常ある国に一ないし二年

にわたって割当てられている正規の専門家とちがって，地域及び国際顧問は二ないし三週間

をこえない短期間にだけ利用することができる。（地域および国際）顧問は，特定の国に割

当てられていないので，彼らの活動をうけるためには，しばしばＵＮＤＰの駐在代表員を通

じて彼らの訪問を求めるだけでよい。駐在代表員はそこで，地域顧問については関連する経

済委員会へ，国際顧問については，本部へ，専門機関が責任を負っている分野の顧問につい

ては’機関に対してそれぞれ要求を伝達するのである。この問題についての叙述もまた準備

されるべきである。

各国にとって利用可能な統計における技術援助についてのより詳しい情報は国連システム

の統計活動からえることができる。
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第Ｖ章国連システム外の国際組織による統計活動

との手引きは，元来，国連システム内の国際組織の統計活動の叙述にあてられるものでは

あるが，本章は，国連システム外の四つの組織，すなわち，経済相互援助会議（ＣＭＥＡ），

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ），ヨーロッパ共同体統計局（ＳＯＥＣ），米州統計協会

（ＩＡＳＩ）を論ずろ。その理由は，これら四つの組織とその出先によって広汎な統計業務

が国際統計界で行われているからである。

Ａ経済相互援助会議（ＣＭＥＡ）

Ｌ序

経済相互援助会議は資源の共同利用と調整によって加盟諸国の経済発展を援助するために

１９４９年ソ連のモスクワで創設された。

その憲章によれば，ＣＭＥＡの目的は，会議加盟諸国の努力を一体化し，調整することに

よって，それらの国民経済の計画的発展，その経済的，技術的進歩の促進，工業化のおくれ

た国々における工業化水準の引上げ，労働生産性の不断の増進，そして会議加盟諸国の国民

の福祉の着実な向上を促進することにある。

会議の総会がＣＭＥＡの最高機関であり，すくなくとも年に１回は経済的，科学的，技術

的協力に関するあらゆる根本問題を検討するため開催される。実行委員会がＣＭＥＡの主要

実行機関であり’２０の常設委員会と－つの事務局がある。

2．統計活動

会議の統計業務は統計常設委員会により遂行される。その第一の仕事は，統計の標準化に

かんして加盟諸国への勧告を作成することである。

委員会は，統計組織と方法論を十分なものにすること，統計的経済分析のレベルを引上げ

ること，とりわけ,統計指標や計画指標，測定単位，分類体系と分類基準の標準化，ならびに

ＣＭＥＡの各部門によって利用される必要なあらゆる統計資料を準備することを目的とした

勧告を作成することに責任を負っている。
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この点について統計常設委員会はつぎの職務を果す。

（a）加盟諸国に対して，方法論，統計分析，データ処理の機械化と自動化などに関する

勧告を行う。

（b）ＣＭＥＡ諸国の統計局相互間の協力を組織し推進する。

（c）統計にかんするＣＭＥＡの勧告と委任の実行について加盟諸国の経過報告をその会

期にさいして定期的に検討する。

（ｄ）加盟諸国が関心をもっている統計の諸問題にかんする研究を組織する。

（e）資料準備のため作業部会を組織し，さらに適宜，会議およびセミナーを招集する。

統計に関して最近の業務に含まれるものは，

（ａ）ＣＭＥＡ加盟諸国の５ケ年計画の調整とより長期的な計画の調整に用いられる計画

指標の体系と比較可能な統計指標の体系の作成。

（b）国際的な専門化と協力のレベルと効率を示している技術的工業にかんする関連指標

体系の改善と，他の工業部門にかんする類似の指標体系の作成。

（c）ＣＭＥＡ加盟諸国の経済計画と管理の改善にかんする処置の施行に関連した統計の

分野での変化の研究。

（d）ＣＭＥＡ加盟諸国の統計業務における国民経済の発展にかんする長期計画。

業務には，また，コンピュターの利用，プログラミングの方法と体系の改善，電子計算機

によるデータ処理活動の組織，標準プログラムの交換を内容とする統計業務の自動化にかん

する経験の交流も含まれる。

ＣＭＥＡ加盟諸国の委員会における代表はすべて加盟国の中央統計局の高い資格をもった

専門家である。委員会は必要に応じて開催されるが少くとも年に２回は開催される。委員会

は少くとも1ヶ年の期間にわたる業務について，その計画を承認し，各種の問題にかんする

手続きを論議する。

委員会の勧告は承認を求めるため加盟諸国に送られる。加盟諸国はその法的手続きに従っ

て自国政府あるいは所轄機関の決定を受けて勧告を実行する。勧告と決定は，加盟諸国の同

意を得たぱあいにのみ委員会により採択されろ。そして，その問題に関係のないことを明ら

かにした国には適用しない。

しかし，これらの国はいずれも，他の加盟諸国によって採択された勧告又は決定に後で加

わりうる。

事務局レベルでは統計局がＣＭＥＡの統計業務に責任をもっている。この業務に含まれる

のは，

（a）統計常設委員会，同委員会の業務計画にもとづく作業部会やその他ロ会議，セミナ
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_の会議文書，資料の準備

（b）統計の編集と加盟諸国より提出された経済調査の結果の分析，統計の各種の論題に

かんする情報と参考資料の準備，統計出版物の準備と刊行。

に）その会期に検討される委員会の業務に関係する提案の準備，

（d）統計常設委員会と他の常設委員会との間の相互に関心のある活動についての協力の

推進’

に）統計の分野における加盟諸国の経験の研究，

（f）会議本部とその出先によってなされた勧告および決定の記録を保管する。

上述の活動と関連して統計局には次の権利が与えられている。加盟諸国の代表団から委員

会に必要な資料と情報を受けること，委員会の決定に従って会議加盟諸国の専門家の会合を

招集すること，そして，必要に応じて委員会用の文書起草の準備に参加する専門家を招待す

ること。これは会議加盟諸国が統計局による文書の準備に参加しうることを意味する。

統計局のスタッフは会議加盟諸国から集められた専門的統計家により編成される。

3．国際組織との調整

ＣＭＥＡの事務局は国連統計局，地域委員会や専門機関の統計部を含めて統計の分野にお

ける国際的機関と協力する。協力は，これら機関によって招集される会合へのＣＭＥＡの参

加，およびＣＭＥＡにより招集される会合への彼等の参加を含む。加えて，ＣＭＥＡ統計局

は，その統計活動にかんする情報，文書およびその他の研究を上記の機関の統計部門と交換

する。

4．基本的な統計刊行物

ＣＭＥＡ加盟国にかんする経済発展のレベルと進度を反映する基本指標体系（Ｓｙｓｔｅｍ

ｏｆＢ旧ｓｉｃｌｎｄｉｃａｔｏｒｓＲｅｆｌｅｃｔｉｎｇｔｈｅＬｅｖｅｌａｎｄＲａｔｅｏｆＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅ

ＥｃｏｎｏｍｙｆｏｒＭｅｍｂｅｒＣｏｕｎｔｒｉｅｓｏｆＣＭＥＡ）はＣＭＥＡ本部によって用いられる統計

資料の比較可能性を保証する主要な解説的，方法論的文書である．とれはＣＭＥＡ加盟諸国

の間の一層の経済協力を目的としたものである。それには指標の定義，方法論，分類と分類

体系が収録してあり，さらに経済発展の指標，経済の個々の部門の発展の指標，住民の生活

標準と文化的レベルの指標が含まれている。

統計の基礎的方法論的原理（BasicMethodologicalPrinciplesofStatistics）は
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統計指標ｒ分類体系，分類および統計常設委員会によって作成ざれ採択された方法論上の定

義の標準化を扱った一連の文書である。それは次のことを含んでいる。経済のすべての部門

の分類，工業生産物および基本建設の経済計算のための基本的方法論的原理，技術工業にお

ける国際的専門化と協力の発展の指標，農業生産物の経済計算のための基本的方法論的原理，

職業別分類を含む人口，住宅センサスの方法論的原琿。

ＣＭＥＡ加盟諸国の外国貿易における商品の標準分類体系（StandardNomenclature

forCommodiｔｉｅｓｉｎｔｈｅＦｏｒｅｉｇｎＴｒａｄｅｏｆＯＶＴＥＡＭｅmberCountries）は加盟

国間の外国貿易取引高の国家間比較の基礎をなす。これには外国貿易に伴うあらゆる商品が

リストされていろ。商品は９部門，５７区分，３１４小区分に区分され，６０００の細区分の

ある４０００の分類項目に及んでいる。

ＣＭＥＡ加盟諸国におけるエ業，農業生産物の標準分類体系（StandardNomenclature

forlndustrialandAgriculturalProductsinCMEAMemberCountries）は

ＣＭＥＡ諸国の国民経済の発展を示すため利用される工業および農業生産にかんする統計資

料の比較可能性を保証する。

国民経済の統計的バランス作成の基礎的方法論的原理（BasicMethodologicalPrin-

cipleｓｆｏｒｔｈｅＣｏｍｐｉｌａｔｉｏｎｏｆａＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＢａｌａｎｃｅｏｆｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＥｃｏｎ－

ｏｍｙ）はＣＭＥＡ諸国で用いられる物的生産バランス方式（ＭＰＳ）を詳細に説明してい

る。ＭＰＳはバランス表と補助表の形式で，財貨の取引とストックおよび経済の労働力にか

んする資料を与える。その主要なバランスは次のとおりである。

（a）物的バランス：財貨およびサービスの生産，消費，蓄積

（b）財務バランス：総生産物と国民所得の生産，分配，再分配および最終使途

（０１固定フオンド・バランス：固定フオンドおよびその他の国富の構成要素の101と構成

（d）労働力バランス：国民経済の部門間の労働力の分配

統計的投入一産出表の基礎的方法論的原理（ＢａｓｉｃＭｅｔｈｏｄｏｌｏｇｉｃａｌＰｒｉｎｃｉｐｌｅｓ

ａｎｄｌｎｄｉｃａｔｏｒｓｏｆＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌｌｎｐｕｔ－ＯｕｔｐｕｔＴａｂｌｅｓ）は，国民経済の統計的バラ

ンスの不可欠の部分をなす投入産出表の概念的骨組み，指標体系と方法論を述べている。

統計の技術革新のための標準的方法論的原則（StandalldMethodologicalPrinciples

forTechnicallnnovationStaistics）はＣＭＥＡ加盟諸国の技術的進歩の統計指標の

リストとその方法論を収録している。

固定フオンドに関する基本指標と統計方法論の体系（SystemofBasiclndicators

andStatisticalMethodologyRelatingtoFixedAssets）は固定フオンドの統計指

標ならびに当初価値と減価償却された価値によって固定フオンドの利用と流れを示す指標の
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定義と分類の原理を収録している。

小売商業統計の基本的方法論的原理と指標（BasicMethodologicalPrinciplesand

lndicatorsofRetailTradeStatistics）は小売商業の大きさと構造を示す統一的指

標の体系，小売商業商品流通の定義と構成，活動の種類と商品グループによるグループ分け，

国内小売商業の現物量と価格の指数計算の方法などを収録している。

統計情報（StatisticallnformationBulletin）（年２回刊行）は，全体の指標と統

計の個々の部門の方法論にかんする情報を収録している。本誌は経済管理における数学的・

統計的方法の適用，統計の編集における新しい方法の利用と統計調査の組織を取扱っている。

また会計と統計の組織にかんする情報も含んでいるし，経済統計データの伝達，蓄積，仕上

げの改善におけるＣＭＥＡ加盟諸国の経験も記述してある。本誌はまた，統計業務における

コンピューターの利用にかんする情報や国内および国家間の会議やセミナーについての報告

を与える。

統計年鑑（StatisticalYearbook）（１９７０年以降年刊）はＣＭＥＡ加盟諸国の個々の

経済部門の発展を反映したもっとも重要なデータならびに全体の経済指標を収録している。

年鑑は統計表および本文を含めて約４５０頁からなる。

Ｂ経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）

1．序

経済協力開発機構は，１９のヨーロッパ諸国（オーストリア，ベルギー，デンマーク，フ

ィンランド，フランス，ドイツ連邦共和国，ギリシア，アイスランド，アイルランド，イタ

リア,ルクセンブルグ,オランダ,ﾉﾙｳｪｰ,ポルトガル,ｽﾍﾟｲﾝ.ｽｳｪｰﾃﾞﾝ,ス

イス，トルコ，連合王国）とオーストラリア，カナダ，日本，ニュージランド，アメリカ合

衆国の２４の構成国からなる政府間機関である。

１９６０年の１２月に調印された協約によれば，この機構の目的は次の政策をおしすすめる

ことにある。

「Ia)加盟諸国において，財政の安定を維持しながら，最大で適切な経済成長と雇用と生活

水準の向上を達成し，このことを以て世界経済の発展に寄与すること。

（ｂ)経済発展の過程において，加盟国とともに非加盟国においての健全な経済の拡大に寄与

すること。

（c)国際的な責務に応じて，多角的な非差別ベースにもとづく世界貿易の拡大に寄与すると
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と。

これらの大変一般的な目的を追求する中で，加盟国は，特に協約第３項の下で「機構に対

してその課題を達成するのに必要な情報を提供し，継続的に協議し，研究を遂行し，同意し

た計画に参画すること」に同意している。

加盟国政府は，理事会において定期的に協議する。この理事会はこの機構の最高機関であ

り，すべての加盟国の代表者から構成され，その業務は，より特定された機関である執行委

員会によって準備される。個別の課題を専門的にとりあげる諸委員会と委員会の作業部会と

が提出する作業についての諸決定は，この理事会でなされる。研究はふつう，理事会が任命

する事務総長を長とする国際事務局のスタッフが準備する。

2．統計活動

この機構の統計活動は，主として理事会，諸委員会，作業部会の:必要に応えるように企画さ

れる。したがって統計活動は，加盟諸国がより密接に協力できるよう特別な努力を払ってい

る多くの分野，すなわち，経済政策，通貨や外国為替，環境，開発援助，資本市場，財政，

消費者政策，海運観光，科学政策，労働力社会問題，産業，エネルギー，農業，水産等に及

ぶ。加盟諸国は，彼らの審議に分析的な研究をあてにする。それらの研究は逆に，広い範囲

の統計データに基づかなければならない。委員会や作業部会の統計活動と課題の間の大変密

接なつながりは，扱われているテーマの多様性にあらわれているだけでなく}さらに事態が

必要とする新しい統計を開発することへの持続的な圧力を生みだしている。もう一つの結果

は，事務局において，統計の収集，処理，分析が広く分散化していることである。

しかし，経済および統計局はかなり大規模に，）統計処理とデータ処理との両方の業務を扱

う統計部（Service）をもっている。この組合わせは，データを集め，検査し，さらに保

持するというコンピューター技術の利用の長所と，最新の即時接近可能のファイルとにもと

づいた論理的なものである。この枠組みは，また経済研究にとって必要な基本的統計分析を

つくりだすことを容易にする。統計部は以下に述べる二つの課からなる。

（a）経済統計・国民勘定課（Division）は，経済統計係（Section）,社会統計係，概念，

総括･特別研究係からなっている。経済統計係の課題は，経済統計，経済指標，金融・通貨統

計，年および四半期の国民勘定および外国貿易統計の種々のファイルを作成し管理すること

である。その義務のもう一つは，方法論的注記によってファイルの内容を定義することと，デ

ータの配布を管理することである。したがって，この係は，ＯＥＣＤの分析作業のためと大

多数の出版物における再生産のためとに用いられる喧大な量の原資料に関係していることにな
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ろ。社会統計係はとくに人口及び労働力統計にたづさわっており，このために年及び四半期

毎のファイルを維持している。この係は，関連する出版物を準備し，方法論的研究をおしす

すめ，集められたデータの国際比較可能性がよりすぐれていると評価されるよう努める。こ

の係はまた，事務局の他の係の活動を，とくに人口予測，ネ'2会指標及び教育”環境統計に

関連して援助することを要求されている。この係はまたﾈﾆ'二会人口統計の体系を作る際に他

の国際機関と協力する。概念，総括・特別研究係の第一の課題は，国連との密接なつながり

の下に国民勘定の国際的体系を完全なものにすることにあるが，さらに輸出行為の計算，環

境指標の開発，外国貿易の数量と単位一価値の価格指数の計算のような特殊研究をも行っ

ている。この係はまたエネルギー統計の責任を負っている。

（b）データ処理課は，情報をＢ４７００コンピューターによって処理し，非常に多様な種類

のシステム分析に従事している。その仕事の多くは，経済統計・国民勘定課のファイルを処

理することであるが，他のＯＥＣＤの統計ファイルをも扱っており，計量経済学者や他の利

用者たちに計算施設を提供して，ますます広く利用されている。分析作業の効率と生産性と

速度は，磁気テープあるいはデスクに記録されているデータへのダイレクトアクセスによっ

て大きく改善されてきた。

統計部とならんで，事務局の種々の単位が統計活動ごとに完全に専門分化している。

（a）開発援助委員会の報告システム課は，とくに，発展途上諸国への資金の流れについ

の統計と，ＩＢＲＤとＯＥＣＤ共同の拡大報告システムの管理について責任を負っている。

（b）金融財政委員会の金融統計係の事務局職員は，金融統計家グループにつかえ，

ＯＥＣＤ金融統計（OECDFinancialStatistics）の発行に責任を負っている。

（c１７科学委員会の科学資源係（研究および開発統計）

（d）主として食樋，牛乳および肉の需給表を扱っている農業委員会の農業統計係

（e）執行委員会の俸給および物価についての機関の間の研究係は，調整された諸機関内の

職員の管理に必要なデータの集計と指数の計算に責任を負う。

（f）開発センターの統計及び国民勘定係の主たる課題は，発展途上国の国民勘定について

最新の利用可能なデータを集め，どのような方法上の変化をも追跡することである。

事務局の次にあげる剛位は，統計だけを扱っているのではないが，かなりの資料を提供し

てくれる，すなわち

（a）経済および統計部のIfl際収支課と成長研究課（公共支出の分類）

（b）金融財政委員会の租税公課（税収入の分類）

に）教育投資と開発部門の経済分析グループ

（｡）労働力社会問題委員会の社会問題課（社会指標）
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（e）工業およびエネルギー委員会の一般研究課は工業統計について種々のファイルを保持

し，工業統計についての作業部会につかえる事務局職員をもっている。

この事務局職員は多くの研究について必要な統計を集計することをとくに観光や水産業の

ような比較的特殊な分野において要求されている。

3．他の国際機関との調整

ＯＥＣＤの統計は種々のレベルで，いろいろな手続きで国際的に調整される。

ＯＥＣＤの事務局は国連統計委員会の会合，ヨーロッパ統計家会議，ＥＣの国家統計機関

及びそれらグループの補助機関の局長会議に正式に招かれている。事務局の代表は通常，

ＯＥＣＤに関係する主題が扱われるときには，すべての本会議と補助の会合に参加する。

現在のＯＥＣＤの規約では，ＥＣの委員会はこの機関のすべての業務に参加することがで

き，種々のレベルで開かれる多くの会合（理事会，執行委員会，常設委員会，作業部会，特

別会議，アドホック会議あるいは専門家会議）に直接出席できる。いくつかの国連の専門機

関は，いくつかの委員会で行なわれている作業については，オブザーバーを派遣して情報を

えている，例えばＩＭＦ，国連食糧農業機関，労働力社会問題委員会に正式に招きをうけて

いるＩＬＯのように。その他にもＯＥＣＤの何らかの委員会が，共通に関心をもつある主題

について他の国際機関の意見を聞きたいときには，その機関は，この委員会が催すすべての

あるいは一部の会議にオブザーバーを送るよう案内をうける。これは専門的なあるいは技術

的な会議を開くときにＯＢＯＤが通常行っていることである。

公式的なあるいは作業上の関係を組織するうえでの調整を別にすると，事務局の種々の部

門の仕事は，その他の部門で遂行される作業と密に接触することと，より広い情報の必要

と適切な協調の必要とにこたえる各種の連絡機構を組織することである。またＯＥＣＤ事務

局の専門家とＦＡＯやＵＮＥＳＣＯのような他の機関の専門家との間での協議も行なわれて

いる。

協力は単に情報の交換や重複をさけるために共通の作業計画を採用することにとどまらず

さらに次のような実務的な形でも行なわれている。

（aｌ国連とＯＥＣＤ共同の年々の国民勘定についての質問表

（b）ＩＭＦとＯＥＣＤ共同の国際収支統計についての質問表

に）ＩＢＲＤとＯＥＣＤ共同の拡大報告システム

（d）食糧需給表を共同で用意することについてのＦＡＯとＯＥＣＤの協定

に）外国貿易統計作成についての国連とＯＥＣＤとの協定．

－４７－



(f）水産業統計に関してのＦＡＯとＯＥＣＤの協力

4．統計業務におけるコンピューターの利用

ここ10年ほどの間，ＯＥＣＤの,統計課は，そのすべての刊行データをコンピューターで処

理してきた。第３世代のコンピューターを得るとともに，この作業は強化ざれ体系化された。

ＯＥＣＤのその他のサーヴィスもまたその統計ファイルを組織する際にコンピューターを

最も広く用いるべきとされている。統計と国民勘定部門のファイル（経済指標及び外国貿易，

金融，国際収支，為替レート，国民勘定，労働力とエネルギー統計）に加えて，統計部は農

業（食糊需給表），発展途上諸国への援助と税金についてのデータを取扱う。

これらのファイルの大部分は標準モデルにもとづいているので，データを更新し，検査しｂ

一連の機能によって（よりすぐれた国際比較が可能なように）修正し，季節変動修正をし，

出版，データの図的表示，あるいは将来の利用にむけての作業ファイルにおける貯蔵のいず

れかのために情報を訂正する，等の目的に同じのプログラムを使用することができる。これ

らのファイルを端末機によって検索するシステムが現在開発されつつあり，大規模な総合デ

ータバンクを作り上げる第１段階をしるしつつある。

統計活動は，その大部分がＯＥＣＤの内部の要求に応えることを狙いとしているので，ダ

イレクトアクセスのシステムは，事務局のメンバーが，標準ファイルからどのような，必要

データをもとり出しうるように，そして，彼らが一連のプログラムによって計量経済学的モ

デルを準備することをふくめて種々のタイプの計算に使用できる作業ファイルをつくりだし

かくしてＯＥＣＤ「計算システム」をつくり上げうるように企画されている。

よりすぐれた総合的計算手続きの利用と速かな情報への接近とによって．ファイルを＿層

調和あるものとし，システムをより－質した効率的なものにすること力韮画されている。データ収

集のスピードアップとデータ保持についての技術利用もまた計画されている。ファイルは着

実に増加するので，ファイルの内容についてのより体系的な目録が容易に接近できる形で利

用できるものとされねばならない。

5．統計データの公表と配布

ＯＥＣＤはいくつかの定期報告と統計年報を定期的に発行している甲統計および国民勘定
課は二つの月次刊行物について責任をもっている。すなわち，工業生産指標と四半期別国民

勘定という二つの四半期刊の補遺をもつ(a)主要経済指標（ＭａｉｎＥｃｏｎｏｍｉｃｌｎｄｉｃａｔｏｒ）
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と(b)外国貿易統計：月報（シリーズＡ）（ForeignTradeStatisticsiMonthly

Bulletin（ＳｅｒｉｅｓＡ）である。この課はまた，商品別と報告している国別の詳細な外国

貿易統計を内容とする別建ての冊子（シリーズＢ）を１月～３月，１月～６月，１月～９

！]，］月～12月について毎年発表しており，そしてWW品別に，要約表の形式で，イド計数字

だけを発表している｢,最後にこの部''１は三つすなわち，国民勘定（NationalAcco1Ints）

と労働力統計（LabounForceStatistics）とエネルギー統計（StatisticsofEn-

ergy）についての年報の配布に責任をもっている｢，

次の統計定期報告と年報もまた他のＯＥＣＤの委員会から公表されている。

ＯＥＣＤ金融統計（OECDFinancialStatistics）（年毎，最近は二カ月ごと）

ＯＥＣＤ加盟各国歳入統計（RevenlleStatisticsofOECDMemberCountries）(年）

四半期別石油統計速報(ProvisionalOilStatisticsbyQuarters）（四半期）

石油統計，供給と売却（OilStatistics,SupplyandDisposal）（年）

電力供給産業（TheElectricitySupplylndustry）（年次調査）

電力設備調査（ＳｕｒｖｅｙｏｆｌｉｌｅｃｔｒｉｃＰｏｗｅｒＥｑｕｉｐｍｅｎｔ）種々の産業（化学，鉄

鋼，非鉄金属，技術紙パルプ，繊物，皮革，セメント）についての年次的統計研究

農業統計（AgriculturalStatistics）（不定期に発↑『）

食糧消費統計（FoodConslImptionStatistics）（不定期に発行）

ＯＥＣＤ加盟諸国水産業調査年報（ＲｅｖｉｅｗｏｆＦｉｓｈｅｒｉｅｓｉｎＯＥＣＤＭｅｍｂｅｒ
Ｃnuntries）（年）

海運産業年報（MaritimeTransport）（年）

国際観光とＯＥＣＤ加盟諸国の観光政策（InternationalTourismandTourism

PolicyinOECDMemberCountries）（年）

これらの刊行物はＯＥＣ[)が'１:成している統亨卜のほんの－船をとりあげているにすぎない。

定KII的にあるいは臨時に発行される多くの資料は，統計付録の形であろうが，本文において

であろうが，尼大な量の統計資料をふくんでいる。この$lliのものとしては次の刊行物がある〕

ＯＥＣＤ経済調査（OECDEconomicSurveys）（年）

ＯＥＣＤ経済展望（OECDEconomicOutlook）（年）

ＯＥＣＤ諸国の歳出傾向１９６０年～１９８０年（ExpenditllreTrendsimOECD
Cou、tries，１９６０－１９８０）

寸

低開発諸国の国民勘定（NationalAccountsofLess-I)evelopedJountries）

産出高の伸び，１９６０年～１９８０年（ＴｈｅＧｒｏｗｔｈｏｆＯｕｔｐｕｔｌ９６０－１９８０）

開発援助（DevelopmentAssistance）（年）

開発途上世界のための資金（ResourcesfortheDevelopingWorld）
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賃金と労働異動（WagesandLabourMobility）

西ヨーロッパ，北アメリカとソヴィエト連邦における研究と開発努力

（TheReseachandDevelopmentEffortinWesternEurope，
NorthAmericaandSovietUnion）

ＯＥＣＤ加盟国における研究・開発努力の全体水準と構成

（TheOverallLevelandStructureｏｆＲａｎｄＤＥｆｆｏｒｔｓｉｎ

ＯＥＣＤＭｅｍｂｅｒＣｏｕｎtries）

高等教育の発展１９５０年～１９６７年,（DevelopmentofHigherEducation，
１９５０～１９６７）

５３カ国の労働力の職業および教育構造の統計

（StatisticsofTheOccupationalandEducationalStructureof
TheLabourForcein53Countries）

石油，その現状と将来見通し（Ｏｉｌ，ThePresentSituationandFuture
Structure）

ウラニウム・資源，生産及びその需要（Uranium，Resources,Productionand
DemanDemand）

定期報告と年報はふつう出所と方法についての解説を伴っているが，それは，主要経済指

標の場合のようにときどき補遺として発行される。さらに統計的方法をとり扱っているいく

つかの書物もある。すなわち

Ｔ、Ｐ・Ｈｉｌｌによる実質生産の測定

（TheMeasurementofRealProductbyT・Ｐ・Ｈｉｌｌ）（１９７１年２月）

四半期別国民勘定（QuarterlyNationalAccounts）（１９６８年３月）

電子計算機による季節調整（SeasonalAdjustmentonE1ectronicComputers）

行政における電算データ・バンク（ComputerisedDataBanksinPublic
Administration（Ｕ・トーマス，１９７１年７月）

教育計画の方法と統計の必要（MethodsandStatisticalNeedsfor
EducationalPlanning）（１９６７年４月）

教育計画におけるマンパワーの予測（ManpowerForecastiTRginEducational
P1anning（１９６７年８月）

ＯＥＣＤの大部分の諸国に共通の社会的関心一覧（ＬｉｓｔｏｆＳｏｃｉａｌＯｏｎｃｅｒｎｓＯｏｍｍｏｎ

ｔｏＭｏｓｔＯＢＯＤＣｏｕｎｔｒｉｅｓ）（１９７３年）ＯＥＣＤの事務局はまた，コンピューターフ

ァイルの内容を磁気テープに移すことによって，従来からの刊行物以外にも統計情報の配布

を広げようとしている。この施設は既に商品別のＯＥＯＤの外国貿易統計の利用者に利用可

能であり，この方式を主要経済指標と四半期別国民勘定に拡大することが提案されている。

詳細な外国貿易統計は，それらを完全に発表するには時間と費用がかかるので，マイクロフ

ィッシュで再刊することが計画されている。

－５０－



Ｃヨーロッパ共同体統計局（ＳＯＥＣ）

1．序

ヨーロッパ共同体統計局の発展にかんしては二つの主な段階を区別しうる。最初の段階

は，欧州石炭鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）の最高機関の創設をもって始まった］９５２年から

１９５８年までである。１９５２年における加盟諸国は，ベルギー，フランス『西ドイツ，イタ

リア，ルクセンブルグオランダであった。統計業務のスタッフは最初の５人から１９５８

年には４３人に増加した。石炭と鉄鋼部門にかんする統計の収集と標準化という比較的か

んたんな業務を終えてから業務は急速に拡大した。石炭と鉄鋼にかんする統計に投資と輸

送の統計資料が加わり，－そう詳しくなり拡大された。石炭と鉄鋼部門の賃金にかんする

毎年の調査は発展し，価格と家計にかんする補足的情報が収集された。

ヨーロッパ経済共同体（ＥＥＣ）およびヨーロッパ原子力共同体（ＥＵＲＡＴＯＭ）を

制定したローマ条約の成就をもって１９５８年には第二段階が始まった。三つの機関

（ＥＣＳＣ，ＥＥＣ，ＥＵＲＡＴＯＭ）は，その折に「ヨーロッパ共同体統計局』と称する単一

の統計機関を創設することに同意した。１９５８年の始めに統計局の業務は，石炭と鉄鋼に

かんする統計およびこれらの部門にかんする社会統計以外の問題にも拡大された。ヨーロ

ッパ共同体統計局は，漸次，その活動をすべての経済統計（国民勘定，社会統計，農業統

計，工業統計．内外貿易統計，運輸統計など）にむけて拡大してきた。

１９６８年には，この三つの機関は単一のヨーロッパ共同体委員会に合併した。以前には

三つの機関の共通の機関であった統計局は一般理事会という単一の委員会の機関に統合さ

れた。純粋に行政的なものだったこの最近の変化は，ヨーロッパ共同体統計局の業務計画

にはほとんど影響を与えていない。これにくらべて，１９７３年１月１日の三つの新しい加

盟国（イギリス，アイルランド，デンマーク）を包含するヨーロッパ共同体の拡大は，他

の６ケ国に対応してすでに存在している統計を，この新しい３ケ国に拡大するという大き

な努力を必要とした。

2．統計局の役割と活動

一般的に云えば，ヨーロッパ共同体統計局の業務は次のものを含む。

(a）ＥＥＣ加盟諸国の方法と統計結果の標準化

(b）現存の国別資料から出発して共同体にとって必要とされる統計資料の収集と編集
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に）必要に応じての調査の実施

統計局は要求と優先度の点で相異なる統計資料の二種類の利用者に奉仕せねばならない。

第一はﾛヨーロッパの公共機関，とりわけ共同体の政策が発展するにつれて統計情報に対

する要求を増大させているヨーロッパ共同体委員会に奉仕する。他方で，ＳＯＢＯは公共機

関として活動せねばならないし，共同体（各国政府，企業，職業的組合，労働組合など）の

要求に応えなければならない。この点は主として，その出版物によりなされる。

きわめて少数の場合をのぞき，統計局は自分自身で統計資料を収集することはしない。

資料は，大体，仕上げられた形で国の統計機関により提供される。それ故，統計局は，と

りわけ年２回開催される国の統計機関の長官協議会の会合をとおして国の統計機関ときわめて

密接な関係にある。この協議会の役割は共同体内の統計業務の調整とそのために各国の統計

機関との協力が必要とされる統計上の計画の主要な方針を決定することにある。他方，技術

的諸問題は，ＳＯＨＯの局長の管轄下にあり，そして国の専門家やヨーロッパ共同体委員会

の関係機関をふくんでいる多数の委員会と作業部会によって解決される。

統計資料の収集，標準化，編集はいろいろな方法で組織しうる。多くの場合，概念，分類

および収集方法の標準化は加盟諸国のなかで容易に同意される。そして加盟諸国はＳＯＨＣ

に標準化された紡計資料を自発的に提供する。しかし共同体の統計的調査の設計と国の調査

の標準化は大体，法的に拘束された方法でなされる。実際のところ，ヨーロッパ共同体の閣

僚会議の勧告，命令，規定が共同体レベルでの調査を組織する。多くの場合，これらの調査

の施行方法と定義がＳＯＨＯの作業部会で論議されてきた。共同体の統計業務を組織するこ

の法的手段は，とりわけヨーロッパ共同体が後援するかあるいは共同体の調脊が含まれると

いう理由によって数年来発展してきた。

多年の問，統計局は，国の統計機関の長官協議会の次年についての活動計画に従ってき

た。さいきんまでこれらの計画は拘束力をもたない指針であった。しかし，ＳＯＥＣは活動

計画を翌年以降の統計活動の計画化の手段として用い，それにいよいよ重点を置こうとして

いる。

この目標は，統計資料の利用者による企画への一層積極的な参加と計画承認への行政機関

による一層積極的な参加とによって達成されるであろう。

ヨーロッパ共同体統計局は６つの部をもっており，それは以下に述べるような２２の課及び

特務課に分けられている。

（a）統計方法論一情報処理

データ処理

方法一統計における統計的技術
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速報一短期的傾向の統計一第３国につ

(ｂ）一般統計と国民勘定

部門勘定と補充体系

財政統計と計算一国際収支

財貨とサービスに関する取引一固定資本

地域統計と計算

環境統計

ＩＣＩ人口統計と社会統計

家計調査と雇用統計

賃金，俸給，所得

社会勘定と指標一衛生統計

研究，科学，教育にかんする統計

(d）腔業，林業，水産業統計

農業勘定と榊成

生産，締結表

に）エネルギーリエ業，手工業統計

エネルギー

鉄鋼

工業鬮織成一金属加工と化学工業一建設

工業的結合一生産財一消費財工業

|f）商業，輸送，サービスの統計

外国貿易

輸送と通信一観光

国内商業

サービス

予算にかんしてＳＯＥＯは独立した機関ではな

第３国についての情報

固定資本形成

予算にかんしてＳＯＥＯは独立した機関ではない。その迎営経lUi（俸給，賃借料，設備な

ど）はヨーロッパ共同体委員会の予算に含められている。それにも拘らず，統計のために若

干の割当が予算に含められている。

これらに含められているのは，

（a）外部の専門家により遂行される方法論あるいはその他の研究iui用と，およびその多く

が国の中央統計局によって行われる共同体の調査を組織するための費用とを償うための

統計的研究と調査のための割当て。１９７３年には，この割当ては約７．３百万欧州勘定単
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位に達した。

ｌｂ）統計刊行物のための割当て。１９７３年には約７５百万欧州勘定単位に達した。

１９７３年１月現在でＳＯＢＯは２５９人を雇用しており，うち１０３人が専門職であった。

比較のためにあげれば，それが三つの機関の共通の機関として創設された１９５８年には58人

を雇用し，うち26人が専門職であり，また，１９６３年には１７９人，うち専門職は７４人であ

った。

3．他の国際組織との調整

ヨーロッパ共同体統計局は各国の統計櫛関の業務において多くの重複を避けうる程度まで

自らの業務と国際機関の業務とを調幣することに大いに重点を置いている。しかし，ＳＯＨ

Ｏは，しばしばとくに共同体の政策が存在しているか準備されている領域においては，イIhlの

国際組織が必要とするよりもいくらか詳細な統計情報を求める。

統計局は一般に国連および専門機関によって組織された統計問題についての作業部会に参

加する。一般的な枠組みが国際的レベルで作成されるとき，ＳＯＥＯの活動は，まず第一に，

それが共同体内部において統一的な解釈を与えるよう分類系や方法を指定することにある。

たとえば国民勘定体系（ＳＮＡ）にかんする場合がそうである。これはＳＮＡを解釈するた

めの共同体の手引である『統合経済計算のヨーロッパ方式』（ＥＳＡ）の原理に従ってヨー

ロッパ共同体の加盟９ケ国によって利用されている。

4．電子計算機によるデータ処理

現在，ヨーロ..,パ共同体委員会内ではＯＩＯｌｑＯ７０とＩＢＭ370.145の二台のコン

ピューターが使われている。

これらコンピューターはヨーロッパ共同体委員会のあらゆる部局によって利用されてい

る。

統計局はこれら二台の中央処理ユニット（ＣＰＵ）時間の約40％を使用している。ユニッ

トは20人の分析専門家，プログラマー，管理者を雇用しており，機械操作とカード・パンチ

に関して計算センターの施設を利用している。

電子計算機によるデータ処理の適用がすべて統計局内部で行なわれるわけではない。とり

わけ，一回限りの調査結果の処理は時には民間の会社に委託され，その民間会社は，情況し

だいで自らの設備を使用するか又は委員会の計算センターの設備を使用する。
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現在，統計局は一般的には第三者のためにはなんらの電子計算によるデータ処理操作を行

っていないし，樋械による読みが可能な形のどのような情報も委員会の外部に広めることを

していない。そのデータはもっぱら共同体内部および公表の準備のためにだけ利用される。

しかしＳＯＥＯは近い将来には，外部の利用者が磁気テープやマイクロフィルムのコピーを

自由にすることができるようにしたいと考えている。その手初めは外国貿易統計となろう。

との経験の結果をもとにして情報の伝播が他の分野にまで広く及ぶことになろう。

5．統計局の刊行物

定期刊行物（PeriodicalPublication）

一般統計（GeneralStatistics）－年報（紫色）

独／仏／伊／蘭／英，各語，年１１冊

地域統計（ＲｅｇｉｏｎａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（紫色）

独／仏／伊／蘭／英，各語

国民勘定（NationalAccounts）（紫色）

独／仏／伊／蘭／英／，各語

国際収支（ＢａｌａｎｃｅｏｆＰａｙｍｅｎｔｓ）－年報（紫色）

独／仏／伊／蘭／英，各語

税統計（ＴａｘＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）－年報（紫色）

独／仏／伊／蘭／英，各語

基礎統計（ＢａｓｉｃＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）

独／仏／伊／蘭／英，各語

外国貿易：月次統計（ForeignTrade:MonthlyStatistics）（赤色）

独／仏語年１１冊

外国貿易：分析表（ForeignTrade:ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＴａｂｌｅｓ）（Nimexe）（赤色）

毎年（１～１２月）（１９７１）

独／仏語

Ｖｏｌ・Ａ－農産物

Vol.Ｂ－鉱産物

Ｖ０１．０－化学製品

ＶｏｌＤ－プラスチック製品，皮革

Vol・Ｅ－木材，紙，コルク
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Ｖｏｌ・Ｆ－繊維，くつ下

Vol．Ｇ￣石材，石膏，陶器製品，ガラスおよびガラス製品

Vol・Ｈ－鉄と鋼Ⅲその製品

Ｖ０１．１－卑金属

Vol.』－機械器具

Vol.Ｋ－輸送設備

Vol・Ｌ－器械，光学

年報（生産物のつづき）

外国貿易：分析表一ＯＳＴ（ForeignTrade：ＡｎａｌｙｔｉｃａｌＴａｂｌｅ－ＣＳＴ）（赤色）

（１９７１）

独／仏語

毎年刊

輸出編

輸入編

外国貿易：標準語（ForeignTrade：StandardOountry）

分類体系一ＮＣＰ（赤色）

独／仏／伊／蘭，各語

毎年刊

外国貿易：ＥＣＳＣ生産物（ForeignTrade；ＢＯＳＯｐｒｏｄｕｃｔｓ）（赤色）

独／仏／伊／蘭，各語

毎年刊

海ﾀﾄ関係国：ＡＡＳＭの国別外国貿易の過年度年報（OverseasAssociates；RetrospeI

YearbookofForeignTrａｄｅｏｆｔｈｅＡＡＳＭｂｙＯｏｕｎｔｒｙ）（１９５９～１９６６）

（オリーブ緑色）

独／仏／伊／蘭／英（モーリタニア，マリ，オートボルタ，ニジェール，セネガル，象

牙海岸，トーゴ，ダホメ，カメルーン，チャド‘中部アフリカ，ガボン，コンゴ（ブラ

ザビル），マダガスカル），各語

海外関係国：ＡＡＳＭの外国貿易の過年度年報（OverseasAssociates；Betrospecti，

ｃｉａｔｅｓ３Ｒｅｔｒｏｓｐｅｃｔｉｖｅ＃

（１９５９～１９６６）

Ｆ

海外関係国：ＡＡＳＭの外国貿易の過年度年報（OverseasAssociates；Betrospective

YearbookofForeignＴｒａｄｅｏｆｔｈｅＡＡＳＭ）（１９６７～１９６９）（オリーブ緑色）

独／仏／伊／蘭／英ﾛ各語，２巻

海外関係国８ＡＡＳＭのﾀﾄ国貿易の過年度年報Ｉ（OverseasAssociates；Retrospectve

YearbookofForeignTｒａｄｅｏｆｔｈｅＡＡＳＭ）（１９６９～１９７０）（オリーブ緑色）
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独／仏／伊／蘭／英，各語，２巻

海外関係国：ＡＯＭの統計年報（ＯｖｅｒｓｅａｓＡｓｓｏｃｉａｔｅｓ

ｏｆｔｈｅＡＯＭ）（オリーブ緑色）

仏語

エネルギー統計（ＥｍｅｒｇｙＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（ルピー色）

独／仏／伊／iii／英，各語

四季報

年報（予約に含まれる）

エ業統計（ＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（ブルー色）

独／仏／伊／蘭，各語

四季報

年報（予約に含まれる）

鉄と鋼（ＩｒｏｎａｎｄＳｔｅｅｌ）（ブルー色）

独／仏／伊／蘭，各語

隔月報

年報（１９６４，１９６６，１９６８，１９７０）（予約に含まれず）

社会統計（ＳｏｃｉａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（黄色）

独／仏／伊／蘭，各語又は独／仏語

年６回刊

年報（予約に含まれず）

農業統計（ＡｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（緑色）

独／仏語

年６回刊

年報（予約に含まれず）

運輸統計（ＴｒａｎｓｐｏｒｔＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（深紅色）

独／仏／伊／蘭，各語

年報

ＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＹｅａｒｂｏｏｋ

不定期刊行物（Ｎｏｎ－ＰｅｒｉｏｄｉｃａｌＰｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｓ）

社会統計：経済計算の特別シリーズ（ＳｏｃｉａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ；ＳｐｅｃｉａｌＳｅｒｉｅｓｏｆ

ＥｃｏｎｏｍｉｃＡｃｃｏｕｎｔｓ）（黄色）（１９６６～1967版）
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独／仏／伊／蘭，各語

７冊，各冊に註と表を含む

社会統計：特別シリーズ＜賃金の構造と分布にかんする調査＞（ＳｏｃｉａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ：

ＳｐｅｃｉａｌＳｅｒｉｅｓ‘`ＳｕｒｖｅｙｓｏｎｔｈｅＳｔｒＩｌｃｔｕｒｅａｎｄｄｉｓｔｒibutionofWagesDh）

（黄色）

８巻

農業統計：特別シリーズ＜農業保有地の構造にかんする基礎調査一調査地域に応じた要

約的結果＞（AgriculturalStatistics；SpecialＳｅｒｉｅｓ“ＢａｓｉｃＳｕｒｖｅｙｓｏｎｔｈｅ

ＳｔｒｕｃｔｕｒｏｆａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｈｏｌｄｉｎｇｓＳｕｍｍａｒｙｒｅｓｕｌｔｓａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏＳｕｒｖｅｙｓ

ａｒｅａｓ､､）

一般統計：特別シリーズ＜投入・産出表１９６５＞（GeneralStatistics；Special

Serielj`Thelnput-OutputTablesl965､､）（紫色）

仏語および関係国語

一般統計：特別版く統合経済計算のヨーロッパ方式＞（ＥＳＡ）（GeneralStatistics；

Ｓｐｅｃｉａｌｉｓｓｕｅ“EuropeanSystemoflntegratedeconomicaccounts､､（ＥＳＡ)）

独／仏／伊／蘭，各語

ＥＣにおける経済活動の全般的分類体系（ＮＡＣＥ）（GeneralNomenclatureof

BconomicActivitiｅｓｉｎｔｈｅＥｕｒｏｐｅａｎＯｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ）

独／仏語と伊／蘭語

国際貿易の統計上の関税分類（ＣＳＴ）（StatisticalandTariffOlassification

forlnternationalTrade（ＯＳＴ））（赤色）

独／仏／伊／蘭ロ各語

輸送統計の標準商品分類体系（ＮＳＴ）（StandardGoodsNomenclaturefor

TransportStatistics（ＮＳＴ））（１９６８年版）

独／仏／伊／蘭，各語

ＥＥＣ諸国の外国貿易統計の統一分類体系（ＮＩＭＥＸＥ）（HarmonizedNomenclature

fortheFoｒｅｉｇｎＴｒａｄｅＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｏｆｔｈｅＥＢＯCountries（ＮＩＭＢＸＥ））

（赤色）

刃

や
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Ｄ米ソ'|'|統計協会（ＩＡＳＩ）

1．序

米州統計協会は，主たる目的を西半球における統計の発展を促進することにおく専門家の

機関である。(341それは１９４０年に創設され，公式および非公式統計を収集し，製表し，分

析し，公表する諸方法の改善を促進すること，ｉ１ｌｉ半球の諸LL|の間で経済*|:会統計の比較''1能

性と利用可能性とを改善するための処置を促進すること，統計家たちの間での専門的な協力

のための手段を用意すること，そして統計学と綜計行政とを発展させる点で国及び国際機関

と協力することを目的とする。８５１

協会の会員は個人及び機関であるｃ個人会員は西半球の諸国の市民ないしは住人である。

個人会員には二種類がある。統計に対する専門的学識や貢献において秀でており，国をこえ

て選出され，選挙権をもつ会員と，統計の領域において専門的に活躍していると認められる

人及びそれと同等と協会内で認められている準会員とがそれである。そのＩＵｊに，綜計局長や

緋計の分野において全Ijli的あるいは部分的に活動している国家関係及び国際閥係機関や団体

の代表からなる職務上’の会員がいる。

機関会員には三種類がある。政府会員には，米州機構（ＯＡＳ）の加盟国である西半球諸

国の政府と，協会を支持してきたカナダのような西半球の他の諸国の政府がなる。協力会員

は，西半球で統計業務にたづさわるか統計に関心をもっている政府，准政府（ｓｅｍｉｏｆｆｉｃ－

ｉａｌ）あるいは政府以外の機関，協会，組織あるいは事務局がなる。そして支持会員には’

協会の作業の発展に関心をもって,資金的援助を行い，正式に会員として認められた|幾関がな

る。会員として認められたことは，いつでも協会の憲章と規約がうたっている諸条件を受け

入れたことを意味する。８６１

協会の機能を担っている主要な機牒|には次のものがある。すなわち，総会,－人の会長と

四人の副会長から構成される管理梼関である執行委員会，協会が継続的に機能していくこと

に対して責任をもつ事務総長の指揮の下にある事務局，そして執行委員会が設定する国家統

計の改善についての委止,会（ＣＯＩＮＳ）のようないくつかの技術委員会。137）

ＩＡＳＩは国連とは非政府メンバーとして接触し，経済社会理事会に助言者の地位をもっ

ている。ＩＡＳＩは，国連機,関，主として統計委員会が統計業務についてうちだした方向づ

けに，可能なかぎりそしてその公式の協力関係に入る前から，したがい，その活動を，国連

統計局，専門機関とラテンアメリカ経済委員会の統計部と調整してきた。
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ＩＡＳＩの諸政策と活動方法を理解するためには，「一つの独立の組織としての」協会と

米州機構（ＯＡＳ）との間の現在の協定を考慮することが必要である。１９５０年に締結され，

１９５５年に改訂された田この協定は「相互に密接な関係をもつことが望ましいことそして

有益であること」に基いており，ＩＡＳｌは「米州機構の基本的目標を達成するさいに１統

計業務の組織的，学問的’専Ｉｌ１１的，教育的な方向に沿っての基本的な発展を促進することで

協力する」ことをうたっている。

この協定にもとづいて，協会の事務局の機能と責任をＯＡＳの事務局の統計部がはたす。

すなわちこの統計部の長はＩＡＳＩの事務総長である。そして統計部の年次計画は協会の作

業計画をふくみ，まず協会の執行委員会に対して提出され，次いで米州機構の高次の機関に

提出される。

この協定の初期においてＯＡＳは，主としてその時点毎の理事会や他の諸機関さらにその

事務局の相異なる部局の特殊な要請からくる活動により関心をおいていた。ＩＡＳＩは主と

して諸国の統計開発と西半球の統計の改善に関連するより広い長期の目標にかかわっていた。

最近では，両機関にとって重要な問題を扱うなかで，対応する計画の同時的発展のためには

活動を相互に関連させ，補足しあうべきことが明らかになってきた。これによって政策は効

力のあるものとなり，ＩＡＳＩの事務局とＯＡＳの秩計部門は，一体となって，計llijiを考え

出し，練上げ，実施している。

ユ

寸

２統計活動

この協会の活動は米州統計会議９１がつくりあげ再確認している次のような前提にたって

いる。

（a）アメリカ諸国の統計の発展は基本的には国家的問題であり，この問題の永続的でかつ

満足のゆく解決には，次の諸点を確実なものとする，間断のない長期の行動を通じてだけ到

達しうる，すなわち，経済社会開発計画の準備と評価にとって統計は必要不可欠な道具であ

るという重要性を，政府の側でしかるべく認識すること，調轄され効果的な仕方で活動して

いる統計梼関のネ･ソトワークを通じて，堅実な制度的基礎をつくりあげること，委託された

任務を遂行するうえで必要な手段を供給する準備をととのえること，［Iilの統計活動において

指導的な役割を演じ，そして諸国の統計活動の積極的発展に貢献する中心的な熟練した人員

を育成すること。

（b）国際諸機関は，方向づけや援助によって国家の活動を補助するが，もとよりそれに代

るものではない。
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付与された権限の枠内で（ＯＡＳとＩＡＳＩの両方の統計活動を構成する）計画にふくま

れている活動は次の諸点に貢献することを企図している。

（a）アメリカ地域の諸国の国家統計事業の組織と機能の改善

（b）すべての国に適用可能であり，それら統計の適当な比較を可能とする岐小限の標準に

従うように現在の諸統計を発展させ改善すること。

（c）少くとも１０年ごとに１人［|，住宅，農業やＩＩＪの経済活動のlfl家的センサスを行なう

と。

（ｄ）統計職員の教育と訓練

に）統計活動における情報と統計資料の普及

（ｆ）種々の汎米的，地域的，世界的機関が西半球で行っている活動の調整

主な計画としては次のようなものがある。

基本統計についての米ﾘ''1計画（ｌｎｔｅｒ－ＡｍｅｒｉｃａｎＰｒｏｇｒａｍｏｆＢａｓｉｃＳｔａｔｉｓｔｉｃｓ

（ＰＩＥＢ））

この計画は次の１７の分野での，長期にわたる業務の促進，標準と方怯の発展，技術援助，

訓練とデータの普及をふくむ。その17の分野とは，人口Ⅲ住宅，教育，健康，農業，林業，

水産業，工業，国内商業とサービス，国際貿易，運輸，労働，財政，社会保障，科学技術，

通信，観光である。

アメリカの１９７０年センサスのプログラム

このプログラムはＰＩＥＢの作業と同じ方法をふくんでいる。これとＰＩＥＢとは人口

住宅，農業，工業，鉱業，建設，電力，企業とサービス，運輸のセンサスに関してこまかく

調整されている。

米艸|統計訓練センター（ＣＩＥＮＥＳ）

１９６２年にチリのサンチャゴに創設されたこのプロジュクトの一環として，統計技術，経

済，社会，数理統計の研修志願者にたいして課程が毎年,さらに応用統計および特別な関心を

ひくえらばれたトピックについては少くとも６つの短期課程が設けられている。ＯＩＥＮＥ

Ｓはまた訓練活動を行なっている大学や国の統計機関と密接に結びついて活動している。

データと情報の普及，統計刊行物に関する第４節をみよ。

米ｌｌ１ｌ１ｌ統計会議（ＩＡＳＣ）

ＯＡＳとＩＡＳＩとの間の協定に従って，これらの会議は「米州の専門会議の性格をも

つ」。そのようなものとして，ＩＡＳＣは５年ごとにひらかれ，ＯＡＳ－ＩＡＳＩの統計計

画の優先事項となっている。各会議は過去５年間のこの地域での統計開発の状況を再検討し，

次の５年間についての政策をたてる。

、

』
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国家統計の改善についての委員会（ＣＯＩＮＳ）ＣＯＩＮＳはアメリカ地域の政府統計

の開発と改善とをうながすためのＩＡＳＩの手段の一つである。これは名国の主要な統計官

吏（通常は統計局長）から構成されている「あらゆる国からなる」委員会である。この地域

で作成される統計の質を改善し，その範朋と有用性と比較可能性を拡大するために，ＣＯＩ

ＮＳはそれら官吏が共通の論題と｢'１１題を検討し，討論し，それらを解決するために集団的行

動をとる公開討論会を設定する。ＣＯＩＮＳの会議は二年毎に開かれ，議魑はこの地域にと

っての電要』性及び関心とによって選定された事項についての円卓会議をふくんでいる。

ＣＯＩＮＳの会期の問には，特定の統計に関する小委員会の会議が毎年二'1二i]ないし三回ひ

らかれる。次の主題について８つの小委員会がある，すなわち，人口，住宅及び関連統計，

農業統計，工業と商業およびサービス業統計，外国貿易統計，財政と金融制度についての統

計，運輸通信統計】労働と社会保障統計，科学技術統計。

3．他の国際諸機関との調整

アメリカ地域においてＩＡＳＩが遂行する諸活動は，‘アメリカ諸国の統計業務あるいはア

メリカ諸国に関係のある統計業務を実施したり実施する計画をもっている国連システムのい

くつかの牒関や，地域的そして小地域的範囲の諸機関とつねに接触している。とくにＩＡＳＩ

の活動と特定機関の活動とが密接に関連しているところでは，この点の調整の一部が日常的

にはかられる。その他の調整は，特定の活動と関連しているので臨時的になされる。協力

は基本統計については継続的に行なわれるが頻繁ではないし，推定された統計については主

として原資料の利用に限られている。

国連システムの諸機関との調整には特別な注意が，主として次の点を通じて払われている，

すなわち，

（a）統計委員会，人口委員会，調整に関する管理委員会の統計活動小委員会，国連食糧農

業機関の専門家の統計調移諮問委員会，ラテンアメリカ経済委員会の統計事項についての作

業グループ等の会合へ参加すること。

（ｂ）幹事会員が訪問して遂行中であるかあるいは提案された計画や活動を検討すること。

に）活動の重複をさけるための技術援助活動についての協議と専門家や他の関連事項に関

する情報の交換

（｡）国際的な基準と方法を，適当な機関との協議の下に地域的利用のために準備し適用す

ること。

に）データ交換することと公表されるデータ間のくいちがいを確認し除去するための協議

で．

ら
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（f）特殊なプロジュクトにおける協力

（９）情報一般の交換

米州システムの諸機関との調整は1恒久的なものであり，主として統計事項が検討される会

合への参加である。すなわち，利用者として〆標準の設定におけるそれらの機関との協議及び

協力↓統計的論題と関連する時々の助言活動の用意と諸計IiIiiについての情報交換である。
小地域の機関との調整は主として外国貿易統計の改善と関連している，これは，ラテンア

メリカ自由貿易協会（ＬＡＦＴＡ）と中央アメリカ経済統合の一般条約の常設事務局（ＳＩ

ＥＯＡ）の主要な仕事でもある。１９７３年にはＣＯＩＮＳの第１１回会期の際に，ＬＡＦＴＡ，

ＳＩＥＣＡ，アンデスグループとＯＡＨＩＦＴＡ（カリプ海沿岸自由貿易協会）からなる諸

国の統計局長の会合が開かれ，関係小地域の統計の主たる必要性と，それらを達成する諸手

段を論じた。さらに他の種々の機関とも調整が行なわれてきた。たとえば中央アメリカ諸国

の機関や，中央アメリカ経済統合銀行との間で，この地域の統計とセンサスの実施とについ

て調整が行なわれてきた。

米国国際開発局（ＡＩＤ）との協力は統計，主として技術援助と訓練におけるその活動の

大きさの故に言及しておくに値する。活動の上での関係は，ＡＩＤが後援する国際規模のプ

ロジェクトの種々の執行機関，とくにセンサス局，農務省，労働省との間に保たれている。

同種の関係は統計における国際活動を増大させているカナダ政府との間にも保たれている。

4．統計刊行物

統計（Estadistica）１９４３年以来年４回発行されておりＩＡＳＩの機関誌であるここれは論

文を褐蔵し，読者に対して,アメリカ諸国と国際諸機関の両方が遂行している，統計活動につ

いての情報を提供し，より進んだ方法の採用を促進し，この大陸における統計生産の改善に

貢献する。掲載されている資料は種々あるが，大部分はスペイン語で発表されている。

数字にみるアメリカ（AmericaenOifras）

との雑誌の創刊は１９６０年でありⅢこれまで７回出版されている｡１９７４年の第８版も何

冊か既に刊行されている。これはスペイン語で発行されているが，その序言，表の題，指数

や解説ノートには英語も併記されている。各版とも各国の次のような爾々の特徴をとりあげ１０

ないし12巻からなっている，つまり自然的特性（領土，気候，天然資源），人ロ（センサス

資料と人口動態），経済（農業，林業，狩猟，漁業，工業，企業，サービス，運輸，通信，

観光，国際収支，国民純生産，国民所得，金融，物価，賃金，消費，その他），社会（家計，

住宅，都市環境，社会保障，社会福祉，医療健康，共同組合運動，労働，その他），文化
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（教育，その他）と行政政治（代議制政治，行政と裁判）がそれである。

統計紀要（BoletinEstadistico）スペイン語で発行されている月刊のこの雑誌により，

センサス結果と消費表物価指数およびその他の数字にみるアメリカの出版の問で速かに必要

とされる情報とが利用可能となる。

西半球における統計協議とラテンアメリカのいくつかの統計訓練計画についての四半期別

総合報告(QuarterlyConsolidatedReportonStatistica］Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇｉｎｔｈｅ

ＷｅｓｔｅｒｎＨｅｍｉｓｐｈｅｒｅａｎｄＳｏｍｅＳｔａｔｉｓｔｉｃａｌＴｒａｉｎｉｎｇＰｒｏｇｒａｍｍｅｓｆｏｒＬａｔｉｎ

Ａｍｅｒｉｃａｎｓ）

（統計）刊行物の月別受入れリスト（Ｍｏｎｔｈｌ１ｙＬｉｓｔｏｆ〔Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌ〕publications

Received）
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脚 注

経済社会理事会雑誌，第１年，Ｎ０１７，１９４６年５月３１日Ｅ／３９，２６節

同上２７節

同上２７節（９）と（h）

経済社会的事会公式記録，第３４会期、サプルメント１３，１０節

同上１１節

同上３９会期サプルメント１３，１７２節

同上４２会期サプルメント３，１６節

同上４４会期サプルメント１０，９３節

同上５０会期サプルメント２，５３節

同上５５節

同上５７節

同上５４会期，サプルメント２，２０７節

同上２１０節

第２５会期総会公式記録サプルメント２８，７８節決議２６２６００(V）

経済社.理事本会公式記録，第54会期，サプルメント２，５６－７９節

「統計，国連システムの技術援助計画」（Ｅ／５０９９）

ＯＥＯＤの販売されている出版物の完全なカタログは刊行局から無料でもらえる，

PublicationOffice，２rueAndrePascaL75775ParisCedexl６

ヨーロパの換算単位はＵＳドルの最初の切下げ前は1ドルと等しい

ＩＡＳＩの背景についての情報は雑誌統計Ｅｓｔａｄｉｓｔｉｃａの種々の論文に書かれ

６
７
８
９
０
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２
３
４
５
６
７
８
９
０
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２
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１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
３
３
３

ｅ

■

３３

３４ ＩＡＳＩの背景についての情報は雑誌統計Ｅｓｔａｄｉｓｔｉｃａの種々の論文に書かれてい

る。その中には次のものがある。Ｍ,Ａ,ＴｅｉｘｅｉｒａｄｅＦｒｅｉｔａｓ,'ＴｈｅｌｎｔｅｒＡｍｅｒｉｃａｎ

Ｓｔａｔｉｓｔｉｃａｌｌｎstitute'，（Vol､１，Ｎ０．１Ｐ､１０－１４），StuartA・Ｒｉｃｅ”IASIis

Twenty'，（Ｖｏｌ、ＸＶｍ,No.６８，Ｐ,405-407）,HalbertL、Ｄｕｎｎ１Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｎｔ

ＦａｃｔｏｒｓｉｎｔｈｅＣｒｅａｔｉｏｎｏｆｌＡＳＩａｎｄＢａｓｅｓｆｏｒｉｔｓｌｎｉｔｉａｌＡｃｔｉｖｉｔｉｅｓ,,

Twenty'，（Ｖｏｌ、ＸＶｍ,No.６８，Ｐ,405-407）,HalbertL、Ｄｕｎｎ１Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｎｔ

ＦａｃｔｏｒｓｉｎｔｈｅＣｒｅａｔｉｏｎｏｆｌＡＳＩａｎｄＢａｓｅｓｆｏｒｉｔｓｌｎｉｔｉａｌＡｃｔｉｖｉｔｉｅｓ,

（Vol､ＸＶｍ，No.６８，Ｐ、４０８－４１８），ＳｔｕａｒｔＡ・Ｒｉｃｅ℃onception，Gestation，

ａｎｄＢｉｒｔｈｏｆｌＡＳＩ'，（Vol・ＸＸⅢ，Ｎｏ．８７，Ｐ、２２９－２３８）。

米:'''１|統計協会規則及び内規ＣｏｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｎｄＢｙｌａｗｓｏｆｔｈｅｌｎｔｅrAmerican

StatisticalInstitute（実効1968年７月１日），Ａｒｔｉｃｌｅｌ（IASIdoclmnent

５３４０ａｂ．）

１９７４年７月１日現在，この協会の会員は次のとうりであった。４８の機関会員（24-

，

３５

3６
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政府，２３－協力会員，１－支持会員），４９７の個人会員（２７４－｢[,２２３－準）,81の職

務上の会員。施行中の内規は，正会員の総数を固定していない。会員はその資質に応じ，

定められた手続きに従って加入しうるが，各国の総会員数はこの部類の総人数の10％を

こえないことを定めている。準会員の級は国ごとの枠にはしばられない。

１９７１年まで，ＩＡＳＩはまた統計教育についての委員会をもっていたが，永久的に

これを維持すべき根拠はないという執行委員会の決定によって，停止した。１９７２年に

は，第６回全米統計会議に先立ってアドホック委員会が作られ，この地域で展開されて

いる活動と，統計職員の教育と訓練についての長期的傾向を検討し，将来の活動のため

の政策的見地と優先||頂についての提案をとりまとめた。これは将来も引き続き実施され

よう。

ＯＡＳの評議会とＩＡＳＩの間の協定（１９５５年に署名）汎米連合，会議と機関シリ

ーズＮｏ．４４（ワシントン，Ｄ,０，１９５５年）

第４回米）|'|統計会議，ワシントン，ＤＣ，１９６２年１１月５～１６日，最終報告書,汎

米連合（ワシントン，，.Ｃ､，１９６３年），ＯＡＳ公式[氾録．ＯＡＳ／ｓｅｒＣ／Ｖ１，６．４，

第５回米ｌｌｉｌ１ｌ統計会議Ⅲカラカス，ヴェネズエラ，１９６７年１０月９～１６日，最終報告

書，汎米連合（ワシントン，ＤＣ.，１９６３年），ＯＡＳ公式記録，ＯＡＳ／Ｓｅｒ．Ｃ／

Ｖ１６，５，第６回米ソ'１'|統計会議，サンチャゴ，チリ，１９７２年１１月６～１４日，最終

報告書，ＯＡＳの事務総長（ワシントン，ＤＣ．，１９７３年），ＯＡＳ公式記録，ＯＡＳ

／Ｓｅｒ．Ｃ／Ｖ１６．６，

３７

3８

３９
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訳者あとがき

Ｌここに翻訳紹介したのは，国際連合『国際統計の手引き』（UnitedNations，Ｓｔａ－

ｔｉｓｔｉｃａｌＯｆｆｉｃｅ，耐ＤＩＲＥＣＴＯＲＹＯＦＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬＳＴＡＴＩＳＴＩＣＳ”，

StatisticalSeriesM,No.56,ＳａｌｅｓＮｏＥ７５.ＸⅥ111．PP296（１９７５））の第一部

国際統計事業のうち第Ⅱ章以下である、この第Ｉ章については，関連付属資料とともに，

この『統計研究参考資料Ｎｏ．１」（１９７６年）で紹介した。『手引き』の目次と各部の

序言の紹介のほか，本書の意義についても若干コメントしておいたので参照されたい。
｡

２訳出にあたって，原文のイタリックを訳文ではゴシヅクにした。ただし，経済援助相互

会議を示すｔｈｅCouncilについては（第Ｖ章のＡ），一時的な会合をふくめての会議と

区別するために原文にはないゴシックをあてた.

訳出部分の内容は，専門機関及びその他国際組織の全体機構と，とくにその中での統計

関係の機構と活動にかかわっている。この組織機構と各単位に訳語をあてるために主とし

て次の文献を参照した。京都国連寄託図書館『国連専門機関刊行物目録（上），（中），

（下）』（１９６４～１９６６年），国際連合広報センター『国際連合の基礎知識』（

１９７５年），外務省.国際連合局専門機関課『主要国際機関の概要』（１９７６年），し

かし，これらを以てもとくに，Council，Service，DepartmentDivision，Section，

Ｕｎｉｔその他について定訳を見出せない部分があった。このうちｌＬＯ，ＦＡＯ，ＵＮＥＳＣＯ

については，それぞれ東京支局，農林省，文部省の関連係に問い合わせ，御教示をうけた、

しかしなお機構改革がしばしば行なわれていることもあり全体として訳の十全は期しがた

い。この点をふくめての訳出の不適切な部分については改めて行きたいと考えているので

忌悼のないご指適をいただきたい。

３．本資料の訳出は，法政大学経済学部，喜多克己，伊藤陽一，森博美が担当した。
、
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